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仰
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室町期における大内氏の妙見信仰と祖先伝説（平瀬）

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
道
教
史
、
美
術
史
な
ど
多
様
な
分
野
で
の
妙
見
信
仰
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
と
祖
先
伝
説
の
関
係

を
論
ず
る
。
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
は
南
北
朝
中
期
ま
で
は
一
族
の
私
的
な
信
仰
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
南
北
朝
後
期
に
妙
見
は
大
内
氏
全
体
を
代
表
す
る

氏
神
と
な
っ
た
。
室
町
期
に
な
る
と
、
大
内
氏
は
祖
先
伝
説
の
体
系
化
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
琳
聖
太
子
が
祖
神
と
さ
れ
る
段
階
を
経
て
、
次
第

に
祖
先
伝
説
の
主
要
な
構
成
要
素
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
。
大
内
氏
は
、
道
教
の
真
武
神
的
な
妙
見
を
象
徴
す
る
幼
名
（
亀
童
丸
）
を
与
え
る
こ
と
で

嫡
子
を
琳
聖
太
子
に
な
ぞ
ら
え
、
祖
先
伝
説
を
家
督
争
奪
戦
と
い
う
現
実
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
役
立
て
た
。
最
後
に
、
政
弘
の
代
で
氏
神
（
妙

見
）
が
守
護
神
と
し
て
始
祖
（
琳
聖
太
子
）
に
結
び
付
け
ら
れ
た
上
、
興
隆
寺
を
中
心
と
す
る
妙
見
信
仰
の
由
緒
が
語
ら
れ
、
祖
先
伝
説
が
体
系
化
さ
れ

た
。
こ
こ
に
、
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
は
、
領
国
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
核
を
成
す
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
信
仰
に
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
七
巻
五
号
　
一
一
〇
…
四
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
近
年
、
大
内
氏
の
始
祖
と
さ
れ
る
琳
聖
太
子
が
注
目
さ
れ
、
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
室
町

期
の
国
家
に
お
い
て
大
内
氏
が
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
室
町
幕
府
体
制
、
及
び
対
外
交
流
の
両
面
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
妙
見
信
仰
に
関
す
る
研
究
は
、
そ
の
成
果
が
大
内
氏
の
研
究
に
充
分
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
大
内
氏

の
氏
神
で
あ
る
妙
見
は
、
始
祖
で
あ
る
早
急
太
子
と
と
も
に
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
の
中
核
を
成
す
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
基
本
的
性
格
に
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図
－
多
々
良
氏
・
大
内
氏
系
図
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注
一
弘
世
以
降
の
守
護
大
内
氏
は
家
督
の
継
承
順
に
番
号
を
付
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
⑤

つ
い
て
不
明
な
点
も
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
道
教
史
、
美
術
史
、
日
本
中
世
史
、
民
俗
学
と
い
っ
た
多
様
な
分
野
に
お
け
る
妙
見
信
仰
の

研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
室
町
期
に
お
け
る
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
と
祖
先
伝
説
の
関
係
を
論
じ
た
い
。

　
具
体
的
に
は
、
以
下
の
四
つ
の
課
題
に
取
り
組
む
。
第
一
に
、
大
内
氏
は
周
防
守
護
と
な
る
以
前
か
ら
妙
見
を
信
仰
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
。

第
二
に
、
大
内
氏
の
氏
神
で
あ
る
妙
見
と
始
祖
と
さ
れ
る
重
富
太
子
は
、
ど
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
祖
先
伝
説
の
中
で
結
び
付
い
た
の
か
。
第

三
に
、
妙
見
は
大
内
氏
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
か
。
第
四
に
、
祖
先
伝
説
の
中
で
妙
見
の
存
在
意
義
が
明
確
に
な
っ

た
の
は
、
大
内
氏
歴
代
当
主
の
う
ち
誰
の
頃
か
。

　
筆
者
が
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
を
重
視
す
る
の
は
、
こ
の
信
仰
が
領
国
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
大
内
氏
は
妙
見
祭
祀
を
、
請
雨
や
九
州
の
平
定
な
ど
、
農
耕
か
ら
軍
事
に
わ
た
る
領
国
の
安
穏
を
祈
願
し
て
盛
ん
に
行
っ
て

　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
が
つ
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
る
。
そ
の
中
で
も
興
隆
寺
二
月
会
は
最
も
重
視
さ
れ
、
こ
の
法
会
に
は
、
家
臣
及
び
領
民
に
大
内
氏
へ
の
忠
節
を
義
務
付
け
る
政
治
的
な
意

味
が
あ
っ
た
。

　
な
お
、
妙
見
は
本
来
「
妙
見
菩
薩
」
で
あ
る
が
、
氏
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
場
合
は
、
垂
　
し
た
か
た
ち
の
「
妙
見
神
」
と
し
て
認
識
さ
れ

⑧る
。
と
は
い
え
、
「
菩
薩
」
か
「
神
」
と
い
う
よ
う
な
属
性
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
以
下
、
こ
の
尊
格
に
対
し
、
「
妙
見
」

と
い
う
表
記
に
統
一
す
る
。
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室町期における大内氏の妙見信仰と祖先伝説（平瀬）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
本
稿
で
は
大
内
氏
の
系
譜
を
し
ば
し
ば
参
照
す
る
。

と
っ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
を
総
称
す
る
場
合
は
「
系
譜
類
」

名
に
限
り
、
大
内
氏
の
系
図
（
図
1
）
を
掲
げ
、
関
係
す
る
地
名
に
限
り
、

　
①
そ
の
よ
う
な
研
究
と
し
て
、
須
田
牧
子
「
室
町
期
に
お
け
る
大
内
氏
の
対
朝
関

　
　
係
と
先
祖
観
の
成
立
」
（
噸
歴
史
学
研
究
』
七
六
一
、
二
〇
〇
二
年
）
、
伊
藤
幸
司

　
　
　
「
中
世
西
国
諸
氏
の
系
譜
認
識
偏
（
凹
境
界
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
岩
田
書
院
、

　
　
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。
な
お
、
須
田
氏
の
論
文
は
、
須
田
牧
子
噸
中
世
日
朝
関

　
　
係
と
大
内
氏
㎞
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
＝
年
）
第
四
章
「
大
内
氏
の
先
祖

　
　
観
の
形
成
と
そ
の
意
義
」
の
第
二
節
と
第
三
節
に
分
け
て
再
録
さ
れ
て
い
る
。

　
②
『
道
教
の
美
術
』
（
読
売
薪
聞
大
阪
本
社
／
大
阪
市
立
美
術
館
発
行
、
二
〇
〇
九

　
　
年
）
。

　
③
妙
見
の
図
像
に
関
す
る
概
説
書
と
し
て
、
林
温
呪
妙
見
菩
薩
と
星
本
祭
羅
』

　
　
　
（
日
本
の
美
術
三
七
七
、
至
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
が
重
要
で
あ
る
。

　
④
特
に
千
葉
氏
の
妙
見
信
仰
研
究
を
指
す
。

　
⑤
佐
野
賢
治
編
『
星
の
信
仰
妙
見
・
虚
空
蔵
㎞
（
北
辰
堂
、
一
九
九
四
年
）
は
、

い
ず
れ
も
近
世
に
作
成
さ
れ
、
祖
先
伝
説
に
一
族
の
系
図
を
と
も
な
う
よ
う
な
形
態
を

　
　
　
　
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
論
旨
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
、
関
係
す
る
人

周
防
・
長
門
両
国
図
（
図
2
）
を
掲
げ
て
お
く
。

　
妙
見
信
仰
に
つ
い
て
歴
史
学
か
ら
民
俗
学
に
わ
た
り
輻
広
く
研
究
を
集
大
成
し
て

　
い
る
。

⑥
二
月
会
を
は
じ
め
と
す
る
大
内
氏
の
妙
見
祭
祀
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
平
瀬
直

　
樹
「
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
と
興
隆
寺
二
月
会
」
（
前
掲
『
星
の
信
仰
　
妙
見
・
虚

　
空
屋
㎞
所
収
、
初
出
は
～
九
九
〇
年
）
参
照
。

⑦
二
月
会
の
執
行
責
任
者
は
有
力
家
臣
と
全
て
の
領
国
内
の
「
郡
」
の
中
か
ら
毎

　
年
交
代
で
選
ば
れ
た
。

⑧
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
触
れ
る
。

⑨
主
要
な
も
の
と
し
て
五
種
類
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
呪
山
口
市

　
史
㎞
史
料
編
・
大
内
文
化
（
山
口
市
編
集
発
行
、
二
〇
一
〇
年
）
第
～
編
第
一
章

　
系
譜
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
【
章
　
在
庁
官
人
多
々
良
氏
と
妙
見
信
仰

　
本
章
で
は
、
大
内
氏
が
周
防
守
護
と
な
る
以
前
か
ら
、
妙
見
を
信
仰
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
大
内
氏
の
前

身
は
周
防
国
在
庁
宮
人
の
多
々
良
氏
で
あ
る
。
多
々
良
氏
の
妙
見
信
仰
が
ど
こ
ま
で
遡
る
か
、
同
じ
よ
う
な
信
仰
を
持
つ
他
の
武
士
団
の
事
例

と
比
較
し
て
、
多
々
良
氏
｝
門
と
妙
見
信
仰
の
関
係
を
考
察
す
る
。
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図2　室町期の周防・長門両国
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二度

府
中
。

　
　
問
　
豊
前

・
療
前
r

1

在
庁
官
人
多
々
良
氏
か
ら
守
護
大
内
氏
へ

　
先
ず
、
平
安
末
期
か
ら
南
北
朝
初
期
に
か
け
て
、
周
防
国
内
に
お
い
て
在
庁

官
人
多
々
良
氏
が
置
か
れ
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
多
々
良
氏
の
本
貫
が
佐
波
郡
内
の
多
々
良
荘
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
か
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
い
。
平
安
末
期
以
降
、
多
々
良
氏
は
周
防
国
内
の
東
西
に
盛
ん
に
分
派
し
、

み
ぎ
た
　
　
　
す
え
　
　

と
い
だ
　
　
　
わ
し
ず

右
田
氏
、
両
氏
、
問
田
氏
、
鷲
頭
氏
な
ど
の
支
族
が
各
地
に
本
拠
地
を
形
成
し

て
い
っ
た
。
鎌
倉
期
に
お
い
て
、
多
々
良
氏
一
門
で
特
に
有
力
で
あ
っ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

多
々
良
氏
の
嫡
流
で
周
防
国
吉
敷
郡
大
内
村
を
本
拠
と
し
た
「
大
内
介
」
一
族

　
　
　
　
つ
の
　
わ
し
ず
④

と
、
同
国
都
濃
郡
鷲
頭
荘
を
本
拠
と
し
た
鷲
頭
氏
で
あ
る
。

　
南
北
朝
初
期
に
な
る
と
、
「
大
内
介
」
一
族
は
周
防
国
の
地
域
権
力
者
と
な

る
に
と
も
な
い
「
大
内
」
と
い
う
家
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、

多
々
良
氏
の
支
族
は
大
内
氏
の
有
力
家
臣
に
な
っ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
大
内
介
」
一
族
は
南
北
朝
期
以
前
に
嫡
流
で
あ
る
重
弘
の
一
流
と
、
重
弘
の

弟
で
あ
る
長
弘
の
一
流
に
さ
ら
に
分
裂
し
て
お
り
、
両
者
が
周
防
国
の
覇
権
を

争
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
先
に
室
町
幕
府
か
ら
周
防
守
護
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
庶
流
で
あ
る
長
弘
流

　
⑤

の
方
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
嫡
流
で
あ
る
重
弘
流
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。

重
弘
の
孫
で
あ
る
弘
世
が
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
に
周
防
・
長
門
両
国
の
守
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護
に
な
り
、
以
後
、
弘
世
か
ら
生
じ
た
家
系
が
守
護
職
を
世
襲
し
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
警
世
以
降
の
大
内
氏
を
守
護
大
内
氏
と
呼
ぶ
こ
と

と
す
る
。

　
な
お
、
「
系
譜
類
」
に
よ
れ
ば
、
長
弘
流
は
鷲
頭
氏
を
継
い
で
い
る
が
、
大
内
姓
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
長
弘
流
は
長
弘
の
孫
の
代

に
大
内
か
ら
鷲
頭
に
姓
を
戻
す
と
と
も
に
守
護
大
内
氏
に
臣
従
す
る
が
、
家
臣
と
し
て
の
地
位
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
鷲
頭
氏
の
勢

　
　
　
　
　
　
　
⑥

力
は
衰
え
て
い
っ
た
。
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2

氷
上
山
妙
見
社
と
鷲
頭
山
妙
見
社

　
先
ず
大
内
氏
の
前
身
で
あ
る
在
庁
宮
人
多
々
良
氏
と
妙
見
信
仰
の
関
係
を
史
料
上
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
具
体
的
に
は
「
大

内
介
」
｝
族
と
鷲
頭
氏
が
ど
の
よ
う
に
妙
見
を
信
仰
し
て
い
た
か
史
料
か
ら
個
別
に
検
討
す
る
。

　
多
々
良
氏
一
門
の
う
ち
有
力
な
一
方
の
勢
力
で
あ
る
「
大
内
介
」
一
族
は
、
本
拠
で
あ
る
大
内
村
に
あ
っ
た
氷
上
山
妙
見
社
と
関
係
が
深
い
。

氷
上
山
妙
見
社
と
は
大
内
氏
の
氏
寺
で
あ
る
興
隆
寺
の
境
内
に
あ
っ
た
社
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
興
隆
寺
に
は
大
内
氏
時
代
の
文
書
を
多
数
含
む
「
興
隆
寺
文
書
」
が
伝
来
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
一
通
だ
け
鎌
倉
期
の
年
紀
を
持
つ
弘
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

五
年
（
～
二
八
二
）
六
月
二
三
日
「
多
々
良
感
通
寄
進
状
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
文
書
の
主
旨
は
、
多
々
良
再
三
が
多
々
良
氏
の
氏
寺
で
あ
る

　
　
　
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
へ
　
だ

「
氷
上
て
ら
」
（
興
隆
寺
）
に
仁
戸
田
村
の
田
を
寄
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
こ
の
文
書
の
実
物
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

南
北
朝
期
以
降
の
文
字
で
あ
り
、
か
つ
本
物
の
文
書
に
似
せ
よ
う
と
す
る
作
為
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
文
書
は
鎌
倉
期
ま
で
遡
る
も

の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
残
念
な
が
ら
大
内
氏
が
氷
上
山
妙
見
社
で
妙
見
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
確
実
な
史
料
上
の
初
見
は
、
正
平
九
年
（
一
三
五
四
）

　
　
　
⑩

ま
で
降
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
大
内
弘
世
は
妙
見
の
「
恒
例
」
神
事
を
「
先
例
」
に
任
せ
て
興
行
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
正

平
九
年
（
一
三
五
四
）
以
前
か
ら
妙
見
祭
祀
が
続
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
幸
す
る
だ
ろ
う
。
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⑪

　
弘
幸
代
か
ら
弘
世
代
に
か
け
て
、
興
隆
寺
は
「
氷
上
寺
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
氷
上
山
妙
見
社
の
存
在
を
反
映
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
へ
　
だ

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
氷
上
山
妙
見
社
に
お
け
る
妙
見
の
祭
祀
は
、
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
に
大
内
弘
幸
が
仁
戸
田
保
を
「
氷
上

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

寺
」
に
寄
進
し
た
時
点
ま
で
遡
ら
せ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
氷
上
山
妙
見
社
自
体
は
、
南
北
朝
初
期
の
暦
応
四
年
（
一
三
四
一
）
以
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

存
在
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
暦
応
四
年
（
；
西
一
）
、
興
隆
寺
は
長
弘
流
に
よ
る
放
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
前

に
す
で
に
興
隆
寺
に
付
属
し
た
氷
上
山
妙
見
社
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
大
内
介
」
㏄
族
と
興
隆
寺
（
氷
上
山
妙
見
社
）
と
の
関
係
は
、
直
接
的
史
料
か
ら
は
暦
応
四
年
（
；
西
一
）
か
ら
で
あ
る

が
、
史
料
を
深
く
読
み
込
む
と
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
鎌
倉
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
～
四
世
紀
中
葉
ま
で
の
興
隆
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
境
内
構
成
も
寺
僧
組
織
も
共
に
小
規
模
で
あ
り
、
「
大
内
介
」
一
族
の
私
回
盲
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る

と
、
妙
見
信
仰
は
南
北
朝
中
期
ま
で
は
興
隆
寺
を
拠
点
と
し
た
「
大
内
介
し
一
族
だ
け
の
も
の
に
留
ま
り
、
広
く
支
配
地
域
に
影
響
を
及
ぼ
す

よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
大
内
氏
の
妙
見
祭
祀
の
始
ま
り
を
探
っ
て
来
た
が
、
妙
見
と
大
内
氏
の
関
係
が
さ
ら
に
進
展
し
て
、
妙
見
が
大
内
氏
の
「
氏
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
史
料
上
の
初
見
は
、
義
弘
代
の
明
徳
三
年
（
～
三
九
二
）
で
あ
る
。
こ
の
年
義
弘
は
安
芸
毛
利
氏
に
宛
て
た
起
請
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
、
「
氏
神
妙
見
大
菩
薩
」
の
名
の
下
に
盟
約
を
誓
っ
て
い
る
。
ま
た
、
義
弘
は
同
年
に
新
た
な
領
国
で
あ
る
和
泉
国
へ
妙
見
を
勧
請
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
⑰

と
準
備
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
義
弘
は
自
己
の
一
族
だ
け
で
な
く
、
広
く
支
配
領
域
全
体
が
妙
見
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
対
外

的
に
も
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

　
次
に
、
鷲
頭
氏
に
つ
い
て
、
本
拠
の
鷲
頭
荘
に
あ
っ
た
鷲
頭
山
妙
見
社
と
の
関
係
に
注
目
し
た
い
。
鷲
頭
氏
が
鷲
頭
山
妙
見
社
を
崇
め
て
い

た
こ
と
は
そ
の
名
前
か
ら
想
像
で
き
る
が
、
鷲
頭
氏
と
鷲
頭
山
妙
見
社
の
関
係
を
直
接
示
す
史
料
は
乏
し
い
。
特
に
鎌
倉
期
の
関
係
史
料
は
見

当
た
ら
な
い
。
妙
見
を
信
仰
し
て
い
れ
ば
、
妙
見
の
名
の
下
に
誓
約
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
南
北
朝
期
の
史
料
で
あ
る
長
弘
流
の
人
物
が
記
し

　
　
　
⑱

た
起
請
文
で
は
、
妙
見
で
は
な
く
八
幡
大
菩
薩
の
名
の
も
と
に
誓
約
を
行
っ
て
い
る
。
結
局
、
鷲
頭
氏
の
家
督
を
継
い
だ
長
弘
流
が
、
鷲
頭
氏
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か
ら
妙
見
信
仰
を
受
け
継
い
だ
形
跡
は
窺
え
な
い
。

　
室
町
期
に
お
い
て
も
、
鷲
頭
氏
と
鷲
頭
山
妙
見
社
の
関
係
を
示
す
史
料
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
、
大
内
政
弘
が
鷲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

頭
弘
賢
に
「
在
国
」
し
て
鷲
頭
山
妙
見
社
の
下
宮
を
造
営
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鷲
頭
氏
は
鷲
頭
山
妙
三
社
と
古
く
か
ら
の
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
、
和
田
秀
作
氏
は
大
内
氏
が
鷲
頭
山
妙
見
社
か
ら
氷
上
山
妙
見
社
へ
と
妙
見
を
分
着
し
た
由
緒
を
重
視
し
、
多
々
良
氏
一
門
の
も
と
も

と
の
惣
領
家
は
、
「
大
内
介
」
一
族
で
は
な
く
鷲
頭
氏
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
和
田
氏
は
多
々
良
氏
全
体
の

妙
見
信
仰
に
お
け
る
鷲
頭
氏
の
占
め
る
比
重
が
大
き
い
こ
と
を
重
視
し
、
祭
祀
権
は
惣
領
家
が
管
掌
す
る
と
い
う
惣
領
制
の
原
則
に
照
ら
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
鷲
頭
氏
が
も
と
も
と
の
惣
領
家
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
と
お
り
、
「
大
内
介
」
一
族
も
鷲
頭
氏
も
、
在
庁
官
人
で
あ
っ
た
時
期
に
妙
見
信
仰
と
直
接
関
わ
る
よ
う
な
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ん
の
す
け
⑫

は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
上
、
代
々
「
権
介
」
を
悟
称
す
る
「
大
内
介
」
が
在
庁
官
人
の
首
領
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
鷲
頭
氏
が
在
庁
官
人

の
間
で
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
鷲
頭
氏
に
「
大
内
介
」
一
族
と
同
等
以
上
の
評
価
を
与
え
る

こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
。

　
筆
者
は
、
妙
見
が
氷
上
山
鼠
国
社
よ
り
も
先
に
鷲
頭
山
妙
見
社
で
祀
ら
れ
て
い
た
由
緒
と
、
鷲
頭
氏
が
国
内
で
得
て
い
た
地
位
は
別
次
元
の

問
題
と
考
え
、
和
田
氏
の
指
摘
に
は
賛
毒
せ
ず
、
「
大
内
介
」
一
族
を
多
々
良
氏
の
惣
領
と
見
な
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
妙
見
は
鷲
頭
氏
が

初
め
に
祀
っ
た
神
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
大
内
介
」
一
族
が
導
入
す
る
ほ
ど
魅
力
的
な
守
護
神
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

3

申
世
武
士
団
と
「
星
」
の
信
仰

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
鎌
倉
期
に
お
い
て
在
庁
官
人
多
々
良
氏
は
、
「
大
内
介
」
一
族
、
鷲
頭
氏
い
ず
れ
の
場
合
も
妙
見
信
仰
と
の
関
係

を
直
接
示
す
よ
う
な
史
料
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
多
々
良
氏
一
門
が
妙
見
信
仰
を
必
要
と
し
た
状
況
を
類
推
す
る
た
め
、
妙
見
や
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北
斗
七
星
と
い
っ
た
「
星
」
を
信
仰
す
る
他
の
武
士
団
の
事
例
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
中
世
に
お
い
て
武
士
団
の
氏
神
の
多
く
は
八
幡
神
と
さ
れ
た
が
、
い
わ
ば
家
門
全
体
の
「
延
命
」
を
、
妙
見
や
北
斗
七
星
の
よ
う
な
「
星
」

に
求
め
る
個
性
的
な
武
士
団
も
存
在
し
た
。
例
え
ば
、
越
後
国
の
黒
氏
は
早
く
も
平
安
末
期
に
お
い
て
、
敵
方
を
呪
寓
す
る
際
に
祈
願
す
る
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

神
と
し
て
妙
見
を
崇
め
て
い
る
。

　
下
総
国
の
千
葉
氏
で
は
、
妙
見
信
仰
が
特
に
家
門
の
存
続
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
れ
は
大
内
氏
と
並
ん
で
武
家
に
よ
る
妙
見

信
仰
が
顕
著
な
事
例
で
あ
る
。
千
葉
氏
も
「
大
内
介
」
と
同
様
、
鎌
倉
期
に
は
在
庁
官
人
と
し
て
「
千
葉
介
」
を
名
乗
り
、
南
北
朝
期
に
下
総

国
の
守
護
に
な
っ
た
。
千
葉
氏
が
崇
め
た
妙
見
像
は
中
国
か
ら
道
教
の
真
武
神
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
受
容
は
一
三
世
紀
後
半
以

　
　
　
　
　
　
　
㊧

降
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
新
奇
な
渡
来
神
の
図
像
を
受
容
し
た
理
由
は
、
千
葉
氏
嫡
流
が
異
国
警
固
番
役
の
た
め
下
総
か
ら
離
れ
た
時
期
に
、
嫡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

流
を
正
統
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
確
立
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
北
斗
七
星
を
信
仰
す
る
武
士
団
に
も
注
目
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
武
士
団
の
伝
承
に
は
、
「
七
」
の
数
を
用
い
て
潤
色
さ
れ
た
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

現
を
用
い
る
特
徴
が
あ
る
。
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
に
記
さ
れ
た
『
白
山
禅
頂
私
記
』
で
は
、
加
賀
守
護
で
あ
る
富
樫
氏
は
（
北
斗
）
七
星
の

流
れ
で
あ
り
、
家
紋
の
七
曜
は
七
星
を
表
す
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
富
樫
氏
の
前
身
も
在
庁
官
人
で
あ
り
、
そ
の
嫡
流
は
代
々
「
富
樫

介
」
を
名
乗
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
在
庁
官
人
「
大
内
介
」
一
族
が
活
躍
し
た
同
時
代
に
、
他
の
地
方
に
も
妙
見
や
北
斗
七
星
の
よ
う
な
「
星
」
を
、
一
族
の
守

護
神
と
し
て
崇
め
て
い
る
武
士
団
が
確
か
に
存
在
し
て
お
り
、
「
大
内
介
」
一
族
も
自
己
を
正
統
で
あ
る
と
す
る
認
識
を
持
つ
た
め
に
妙
見
を

信
仰
し
て
い
た
と
類
推
で
き
る
の
で
あ
る
。
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小

括

「
大
内
介
」
一
族
と
氷
上
山
妙
見
社
と
の
関
係
は
、
史
料
上
は
南
北
朝
初
期
ま
で
確
実
に
遡
る
が
、
さ
ら
に
鎌
倉
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
高
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い
。
多
々
良
氏
一
門
が
妙
見
信
仰
を
必
要
と
す
る
状
況
は
、
他
の
武
士
団
に
お
け
る
「
星
」
の
信
仰
の
事
例
か
ら
類
推
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
の

結
果
、
鎌
倉
期
に
お
い
て
、
「
大
内
介
」
一
族
は
自
己
を
正
統
で
あ
る
と
す
る
認
識
を
持
つ
た
め
、
守
護
神
（
氏
神
）
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ

う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
南
北
朝
中
期
ま
で
の
妙
見
信
仰
は
、
ま
だ
「
大
内
介
」
　
族
の
内
輪
に
留
ま
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

①
『
玉
葉
』
第
二
（
名
著
刊
行
会
、
一
九
八
四
年
）
治
承
二
年
一
〇
月
八
日
条
に
、

　
召
し
還
さ
れ
た
流
人
と
し
て
、
多
々
良
盛
保
、
同
盛
房
、
同
弘
南
の
名
が
見
え
る
。

　
「
系
譜
類
」
に
よ
れ
ば
、
盛
房
一
弘
盛
父
子
は
多
々
良
氏
の
嫡
流
で
あ
り
、
盛
保

　
は
八
二
の
弟
で
鷲
頭
氏
の
祖
と
な
っ
た
。

②
現
在
の
山
口
県
山
口
市
大
字
大
内
に
あ
た
る
。

③
こ
の
～
族
の
家
督
は
在
庁
宮
人
の
首
領
で
代
々
「
権
介
」
を
信
称
し
、
本
拠
地

　
の
名
を
冠
し
て
「
大
内
介
」
と
称
し
て
い
た
。
以
下
、
家
督
で
あ
る
門
大
内
介
」

　
が
率
い
る
多
々
良
氏
嫡
流
を
、
他
の
多
々
良
氏
一
門
と
区
別
し
、
「
大
内
介
」
一

　
族
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

④
現
在
の
山
口
県
下
松
市
に
所
在
し
た
。

⑤
大
内
長
弘
一
弘
直
父
子
が
周
防
守
護
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤
進
一
『
室
町

　
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
下
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
一
六
八
頁
参

　
照
。

⑥
和
田
秀
作
「
大
内
氏
の
惣
庶
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
（
鹿
毛
敏
夫
編
『
大
内
と
大

　
友
一
中
世
西
日
本
の
二
大
大
名
』
蘭
語
出
版
、
二
〇
＝
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
鷲

　
頭
氏
は
大
内
氏
に
と
っ
て
警
戒
す
べ
き
一
族
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

⑦
現
在
、
興
隆
寺
伝
来
文
書
の
大
多
数
は
由
口
県
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
、
こ
の
ほ

　
か
、
山
口
市
の
興
隆
寺
、
防
府
市
の
国
分
寺
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

⑧
興
隆
寺
文
書
一
（
『
県
史
』
史
料
中
世
2
）
。
こ
の
文
書
は
山
口
市
の
興
隆
寺
の

　
所
蔵
で
あ
る
。
以
下
、
『
山
口
県
史
』
史
料
編
中
世
1
～
4
（
山
口
県
編
集
・
発

　
行
、
一
九
九
六
年
～
二
〇
〇
八
年
）
は
、
『
県
史
㎞
史
料
中
世
1
～
4
と
略
称
す

　
る
。

⑨
糊
県
史
㎞
史
料
中
世
2
で
は
、
文
墨
の
翻
刻
に
州
こ
の
文
書
は
検
討
を
要
す
る
」

　
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

⑩
正
平
九
年
正
月
一
八
日
「
大
内
弘
世
書
下
」
（
興
隆
寺
文
書
二
〇
八
『
県
史
』

　
史
料
申
世
3
）
。

⑪
興
隆
寺
の
正
式
な
名
称
は
「
氷
上
山
興
隆
寺
」
で
あ
る
。

⑫
康
永
三
年
（
　
三
四
四
）
閏
工
月
二
一
日
「
大
内
妙
厳
靴
寄
進
状
」
（
興
隆
寺

　
文
書
二
〇
四
『
県
史
』
史
料
中
世
3
）
。

⑬
（
暦
応
四
年
）
閾
四
月
一
五
日
「
大
内
妙
厳
親
書
状
」
（
興
隆
寺
文
書
二
〇
六

　
『
県
史
』
史
料
申
世
3
）
に
は
、
興
隆
寺
は
単
軸
一
苗
家
風
之
代
官
等
」
（
長
弘

　
流
の
配
下
の
代
官
等
）
に
よ
り
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
と
あ
る
。
康
永
三
年
（
一
三

　
四
四
）
に
大
内
弘
幸
が
寺
領
を
寄
進
し
た
の
は
、
こ
の
時
の
焼
失
か
ら
興
隆
寺
を

　
復
興
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
真
木
隆
行
「
周
防
国
大
内
氏
と
そ
の
氏
寺
興
隆
寺
の
質
的
変
容
］
（
川
岡
勉
・

　
古
賀
信
幸
編
　
日
本
中
世
の
西
国
社
会
3
『
西
国
の
文
化
と
外
交
』
清
文
堂
、
二

　
〇
一
一
年
）
参
照
。

⑮
明
徳
三
年
八
月
五
日
目
大
内
義
弘
起
請
文
」
（
大
日
本
古
文
書
『
毛
利
家
文
書
』

　
四
1
＝
二
三
四
）
。

⑯
義
弘
は
す
で
に
周
防
・
長
門
・
豊
前
・
石
見
の
守
護
と
な
っ
て
お
り
、
新
た
に

　
明
徳
の
乱
を
鎮
圧
し
た
褒
賞
と
し
て
和
泉
・
紀
伊
両
国
の
守
護
職
を
与
え
ら
れ
た
。

⑰
（
明
徳
三
年
）
正
月
二
九
日
「
大
内
義
弘
書
状
」
（
興
隆
寺
童
二
二
〇
『
県
史
』
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史
料
中
世
3
）
に
「
亡
国
泉
州
中
、
妙
見
を
可
二
勧
講
申
一
候
漏
と
記
さ
れ
る
。

⑱
康
永
元
年
（
＝
二
四
二
）
二
月
二
五
日
「
大
内
長
弘
請
文
案
」
（
東
寺
百
合

　
文
書
け
函
二
－
＝
二
）
及
び
文
和
二
年
（
＝
二
五
三
）
一
一
月
一
八
日
「
大
内
貞

　
弘
注
進
状
写
」
（
『
萩
藩
閥
閲
録
』
第
三
巻
九
十
九
之
二
、
山
ロ
県
文
書
館
編
修
発

　
行
、
一
九
七
〇
年
）
。
大
内
貞
弘
は
長
弘
の
子
で
あ
る
。

⑲
隅
正
任
記
㎞
文
明
一
〇
年
～
○
月
三
日
条
（
開
県
史
臨
史
料
中
世
1
）
。

⑳
和
田
秀
作
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑳
　
こ
の
由
緒
は
第
四
章
で
触
れ
る
。

⑫
　
「
権
介
扁
は
在
庁
官
人
系
の
有
力
御
家
人
に
広
く
見
ら
れ
る
称
号
で
あ
る
。
峰

　
岸
純
夫
「
治
承
・
寿
永
内
乱
期
の
東
国
に
お
け
る
在
庁
官
人
の
「
介
駄
」
（
『
中
世

　
東
国
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
入
年
）
参
照
。

⑬
豊
田
武
『
宗
教
制
度
史
（
豊
田
武
著
作
集
五
）
』
（
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
八
二

　
年
）
第
三
編
五
「
武
士
団
と
神
々
の
勧
請
」
参
照
。

⑳
　
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
吾
妻
鏡
』
一
　
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
九
月
二
八
日

　
粂
。

⑳
　
津
田
諸
口
門
現
存
作
例
か
ら
み
た
千
葉
氏
の
妙
見
信
侮
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問

　
題
」
（
（
『
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
研
究
紀
要
』
四
、
一
九
九
八
年
。
実
際
の
刊
行

　
年
は
一
九
九
九
年
）
参
照
。

⑳
津
田
徹
英
門
中
世
千
葉
氏
に
よ
る
道
教
の
真
武
神
図
像
の
受
容
と
『
源
平
闘
謬

　
録
㎞
の
妙
見
説
話
」
（
野
口
実
編
糊
千
葉
氏
の
研
究
㎞
名
著
出
版
、
二
〇
〇
〇
年

　
所
収
、
初
出
は
～
九
九
八
年
目
参
照
。

⑰
　
浅
香
年
木
・
黒
田
俊
雄
「
古
代
・
中
世
文
献
史
料
」
（
尾
口
村
史
編
纂
専
門
委

　
員
会
編
集
咽
石
川
県
尾
口
村
史
臨
第
～
巻
・
資
料
単
一
、
一
九
七
八
年
所
収
）
。
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第
二
章
　
妙
見
と
琳
聖
太
子

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
は
一
族
の
私
的
な
信
仰
か
ら
始
ま
り
、
祖
先
伝
説
も
と
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
始
祖
と

さ
れ
る
琳
聖
太
子
も
ま
だ
登
場
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
守
護
大
内
氏
は
、
妙
見
が
琳
聖
太
子
を
守
護
す
る
た
め
に
下
降
し
た
と
い
う

か
た
ち
で
体
系
化
さ
れ
た
祖
先
伝
説
を
領
国
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
発
達
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
大
内
氏
の
氏
神
で
あ
る
妙
見
と
始
祖
と
さ
れ
る
琳
聖
太
子
は
、
ど
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
祖
先
伝
説
の
中
で
結
び
付
く
の
だ
ろ
う
か
。

本
章
で
は
、
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
康
応
元
年
（
；
天
九
）
に
足
利
義
満
が
瀬
戸
内
海
を
西
へ
遊
覧
し
た
際
の
記
録
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

『
鹿
苑
院
西
国
下
向
記
』
（
以
下
、
『
下
向
聾
と
略
称
す
る
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
を
分
析
す
る
。

　
義
満
は
遊
覧
の
途
上
で
、
大
内
義
弘
の
領
国
で
あ
る
周
防
国
の
沿
岸
に
停
泊
し
て
い
る
。
『
下
向
記
嚇
は
今
川
了
俊
の
著
書
と
し
て
有
名
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

『
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
隔
（
以
下
、
『
詣
聾
と
略
称
す
る
）
に
比
べ
成
立
の
経
緯
及
び
年
代
が
不
明
確
な
た
め
、
従
来
は
史
料
と
し
て
あ
ま
り
重
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視
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
下
向
記
』
は
大
内
義
弘
の
領
国
に
関
す
る
情
報
が
『
詣
記
』
よ
り
も
は
る
か
に
豊
か
で
あ
る
の
で
、

『
下
向
記
』
か
ら
、
体
系
化
さ
れ
る
以
前
の
祖
先
伝
説
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

1

噸
鹿
苑
院
西
国
下
向
記
晦
の
成
立
過
程

こ
の

　
『
下
向
記
隔
は
、
作
者
が
北
野
社
に
通
夜
を
し
た
際
、
身
分
の
高
い
女
房
に
対
し
そ
の
家
来
が
珍
し
い
話
を
語
っ
て
い
る
の
を
た
ま
た
ま
耳

に
し
、
そ
れ
を
書
き
留
め
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
小
川
剛
生
氏
は
、
『
下
向
記
』
の
よ
う
な
朝
儀
・
饗
宴
な
ど
の
行
事
を
見
物
人
に

仮
託
し
て
叙
述
す
る
「
仮
名
日
記
」
が
足
利
義
満
の
生
涯
の
節
目
ご
と
に
必
ず
書
か
れ
、
義
満
の
宮
廷
の
外
に
い
る
読
者
に
向
け
て
発
信
さ
れ

　
　
　
　
　
　
③

た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
南
北
朝
か
ら
室
町
初
期
に
か
け
て
記
さ
れ
た
一
連
の
歴
史
文
学
に
も
、
見
物
人
に
仮
託
す
る
叙
述
の
ス
タ
イ
ル

　
　
　
　
　
④

が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ウ
　

　
『
下
向
記
』
に
は
、
大
内
氏
譜
国
内
の
地
形
を
よ
く
表
現
し
た
記
述
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
義
満
の
船
が
周
防
国
遠
中
（
防
府
市
）
に
到
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
た
際
、
そ
の
周
辺
の
島
や
浅
瀬
の
景
色
は
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
下
向
記
』
は
『
詣
記
』
よ
り
も
義
満
の
随
行
者
の
記
載
が
詳

　
⑥

し
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
『
下
向
記
』
は
随
行
者
の
記
録
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
義
満
が
紅
中
で
義
弘
の
接
待
を
受
け
る
場
面
に
な
る
と
、
『
下
向
記
隔
に
新
た
な
語
り
が
挿
入
さ
れ
る
。
義
満
の
御
所
近
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

海
岸
に
三
十
歳
く
ら
い
の
法
師
が
登
場
し
、
大
内
氏
に
関
す
る
こ
と
を
詳
し
く
物
語
る
と
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
語

り
の
中
に
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
『
下
向
記
輪
の
祖
先
伝
説
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
こ
で
、
先
ず
『
下
向
記
紬
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
伊
藤
幸
司
氏
は
、
法
師
の
登
場
部
分
で
語
ら
れ
た
祖
先
伝
説
中
の
『
姓
氏
録
』
と
い
う
書
名
に
注
目
し
、
『
下
向
記
』
が
成
立
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

大
内
政
弘
が
初
め
て
『
新
撰
姓
氏
録
』
を
閲
覧
し
た
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
年
以
降
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
『
下
向
走
出
全
体
の
か
た
ち
が

完
成
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
伊
藤
氏
の
考
え
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
、
法
師
の
登
場
部
分
を
除
い
た
『
下
向
記
㎏
の
基
幹
部
分
は
、
室
町
初
期
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に
流
行
し
た
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
に
従
い
、
随
行
者
の
記
録
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
義
満
の
在
世
中
ま
た
は
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
頃
で

あ
る
一
五
世
紀
前
半
ま
で
に
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
型
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
法
師
の
登
場
部
分
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
氏
の
掲
げ
た
根
拠
に
加
え
、
『
下
向
記
』
中
の
「
百
済
済
明
王
の
第
三
の
皇
子
」
と
い
う
表
現
か
ら
、

一
五
世
紀
後
半
以
降
に
成
立
し
た
と
考
え
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
四
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
琳
聖
太
子
を
〈
百
済
国
王
の
第
三
王
子
〉
と
す

る
表
現
は
政
弘
代
に
な
っ
て
か
ら
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
『
下
向
記
』
の
成
立
過
程
は
、
第
一
段
階
と
し
て
一
五
世
紀
前
半
ま
で
に
、
足
利
義
満
を
讃
美
す
る
私
的
で
基
幹
部
分
が
で

き
あ
が
り
、
第
二
段
階
と
し
て
一
五
世
紀
後
半
以
降
、
大
内
氏
の
威
勢
を
宣
伝
す
る
意
図
で
、
法
師
の
語
り
が
挿
入
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
『
下
向
記
』
は
二
段
階
の
成
立
過
程
を
経
て
、
二
重
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2

『
下
向
記
臨
に
見
え
る
祖
先
伝
説
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以
下
に
は
、
『
下
向
記
』
か
ら
法
師
が
語
っ
た
祖
先
伝
説
を
抜
粋
し
、
そ
れ
を
四
つ
の
構
成
要
素
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
こ
の
祖
先
伝
説
で

は
琳
聖
太
子
が
主
人
公
で
、
黒
穂
太
子
が
日
本
に
渡
来
す
る
き
っ
か
け
か
ら
大
内
氏
の
祖
神
と
な
る
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。

A
（
琳
聖
太
子
と
聖
徳
太
子
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ
　

　
松
の
一
む
ら
あ
る
所
を
車
つ
か
と
申
な
ら
ハ
せ
り
、
是
ハ
百
済
済
明
王
の
第
三
の
皇
子
琳
聖
太
子
、
生
身
の
観
音
大
士
を
拝
し
給
へ
き
よ
し
祈
念

　
あ
り
し
に
、
告
あ
り
て
日
本
へ
わ
た
り
給
ふ
、
推
古
天
皇
御
宇
な
り
、
則
聖
徳
太
子
に
相
糊
し
給
て
、
た
か
ひ
に
法
花
の
妙
文
に
て
意
趣
を
通
し

　
ま
し
く
て
願
望
成
就
せ
り
と
也
、
琳
聖
太
子
崩
御
の
後
、
車
を
お
さ
め
ら
れ
し
所
と
て
車
塚
と
い
へ
り
、

B
（
多
々
良
宮
の
御
神
体
）

　
車
塚
の
社
頭
を
ハ
多
々
良
の
宮
と
号
す
、
御
正
躰
三
面
あ
り
、
一
社
ハ
妙
見
大
菩
薩
に
て
御
本
地
薬
師
如
来
と
申
す
、
一
社
ハ
聖
徳
太
子
に
て
御



　
本
地
十
一
面
と
申
す
、
一
社
ハ
琳
聖
太
子
に
て
文
麗
師
利
菩
薩
と
申
す
、

C
（
琳
聖
太
子
の
守
護
神
）

　
　
ぼ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
　
　

　
国
分
寺
の
東
に
毘
沙
門
堂
あ
り
、
こ
・
に
も
妙
見
御
社
あ
り
、
多
々
良
の
内
也
、
こ
の
毘
沙
門
尊
天
ハ
百
済
国
よ
り
太
子
来
朝
の
時
、
船
中
守
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
バ
　
　
ヒ

　
の
持
着
た
り
し
を
安
置
す
と
申
伝
た
り
、
尊
像
わ
た
し
給
し
中
に
、
不
動
明
王
一
尊
ハ
こ
の
京
兆
の
山
目
の
館
の
持
仏
堂
に
安
置
す
、

D
（
多
々
良
姓
の
下
賜
と
祖
神
と
し
て
の
琳
聖
太
子
）

　
百
済
国
に
て
余
氏
た
り
し
也
、
太
子
の
息
誰
藤
根
公
の
時
、
多
々
良
の
姓
を
給
て
よ
り
周
防
国
に
て
い
ま
に
代
々
か
く
の
こ
と
し
、
姓
氏
録
に
ハ

多
々
良
公
な
り
、
い
つ
の
比
の
事
に
や
多
々
良
宿
直
た
り
し
、
こ
の
京
兆
の
代
に
朝
臣
た
り
、
し
か
る
ゆ
へ
に
琳
聖
太
子
を
か
の
家
の
祖
神
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
嚢
祖
と
も
あ
か
め
給
ふ
と
承
を
よ
へ
り
、
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実
は
『
下
向
記
』
の
祖
先
伝
説
で
は
、
氏
神
で
あ
る
妙
見
と
始
祖
と
さ
れ
る
首
輪
太
子
の
関
係
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
構
成
要
素
B
に
よ
れ

ば
、
妙
見
大
菩
薩
、
聖
徳
太
子
、
琳
聖
太
子
の
三
者
は
、
多
々
良
宮
の
御
神
体
と
し
て
並
び
立
っ
て
お
り
、
構
成
要
素
C
に
よ
れ
ば
、
三
聖
太

子
は
来
朝
す
る
船
中
に
お
い
て
、
毘
沙
門
天
に
守
護
さ
れ
て
い
る
。
『
下
向
記
』
の
祖
先
伝
説
で
は
、
妙
見
に
琳
聖
太
子
を
守
護
す
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

存
在
意
義
が
確
認
で
き
ず
、
ま
だ
琳
聖
太
子
と
特
別
な
関
係
性
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
構
成
要
素
D
に
よ
れ
ば
、
琳
聖
太
子
自
身
が
「
祖

へ神
」
と
さ
れ
、
大
内
氏
の
「
氏
神
」
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

3

『
下
向
記
繍
に
反
映
さ
れ
た
所
伝

　
『
下
向
記
』
の
中
で
法
師
が
語
っ
た
祖
先
伝
説
は
、
妙
見
の
位
置
づ
け
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
後
に
体
系
化
さ
れ
る
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
も
古
い
所
伝
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
つ
頃
の
所
伝
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
構
成
要
素
B
に
注
目
す
る
と
、
「
多
々
良
の
宮
」
と
い
う
神
社
名
が
そ
の
決
め
手
と
な
ろ
う
。
盛
見
代
に
お
い
て
、
は
じ
め
は
「
府
中
車
塚
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
呼
ば
れ
て
い
た
古
墳
が
、
応
永
二
一
年
（
一
四
～
四
）
か
ら
神
社
と
し
て
整
備
さ
れ
、
多
々
良
宮
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
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「
多
々
良
の
筥
」
と
い
う
神
社
名
は
応
永
二
一
年
（
一
四
一
四
）
を
遡
る
よ
う
な
表
現
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
ま
た
、
こ
の
祖
先
伝
説
で
は
、
妙
見
と
興
隆
寺
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
な
い
点
に
も
注
目
し
た
い
。
真
木
隆
行
氏
に
よ
れ
ば
、
大
内
盛
見

は
興
隆
寺
に
周
防
国
の
枠
組
み
を
超
え
る
よ
う
な
別
格
の
地
位
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
試
み
は
試
行
錯
誤
に
留
ま
る
。
別
格
化
が
本
格

的
に
進
み
、
興
隆
寺
が
領
国
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
毒
見
か
ら
二
代
後
の
家
督
で
あ

る
教
弘
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
弘
代
以
前
の
祖
先
伝
説
で
は
、
興
隆
寺
の
存
在
が
主
要
な
要
素
と
は
な
り
に
く
く
、
妙

見
と
の
関
係
も
語
ら
れ
な
い
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
多
々
良
の
宮
」
と
い
う
神
社
名
、
及
び
妙
見
と
興
隆
寺
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
な
い
点
を
手
が
か
り
と
し
て
、
『
下
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

記
』
の
祖
先
伝
説
は
、
盛
見
性
以
降
で
教
弘
代
ま
で
は
下
ら
な
い
時
期
、
す
な
わ
ち
盛
見
代
か
ら
持
世
代
に
か
け
て
の
一
五
世
紀
前
半
頃
の
所

伝
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

小

括
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教
弘
代
以
前
の
祖
先
伝
説
で
は
、
ま
だ
氏
神
の
妙
見
と
始
祖
の
琳
聖
太
子
は
結
び
付
い
て
い
な
か
っ
た
。
『
下
向
記
』
に
見
え
る
妙
見
は
、

大
内
氏
が
崇
め
る
御
神
体
の
一
つ
で
し
か
な
く
、
し
か
も
琳
聖
太
子
自
身
が
「
祖
神
」
と
さ
れ
て
大
内
町
の
「
氏
神
」
的
な
性
格
を
持
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
妙
見
と
琳
聖
太
子
が
結
び
付
く
ま
で
に
は
、
倉
皇
太
子
自
身
が
「
祖
神
」
と
さ
れ
る
よ
う
な
段
階
を
経
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
教
弘
代
以
前
は
興
隆
寺
が
領
国
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
心
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

①
『
鹿
苑
院
西
国
下
向
記
㎞
は
、
新
城
常
三
氏
に
よ
る
翻
刻
が
『
神
道
大
系
㎏
文

　
学
編
五
　
参
詣
記
（
神
道
大
系
編
纂
会
編
集
・
発
行
、
一
九
八
四
年
）
に
収
録
さ

　
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
日
子
に
関
係
す
る
部
分
の
み
凹
県
史
』
史
料
中
世
1
に
収

　
録
さ
れ
て
い
る
。

②
『
群
書
類
従
睡
十
八
輯
。

③
小
川
剛
生
「
寵
臣
か
ら
見
た
足
利
義
満
i
飛
鳥
井
雅
縁

『
鹿
苑
院
殿
を
い
た
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め
る
辞
㎞
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
Z
E
A
M
I
㎞
四
、
電
話
社
、
二
〇
〇
七
年
〉

　
参
照
。
こ
の
ほ
か
小
川
氏
の
論
文
中
に
掲
げ
ら
れ
た
仮
名
日
記
の
～
覧
表
に
は
、

　
㎎
相
国
寺
塔
供
養
記
㎞
、
魍
北
山
殿
行
幸
記
㎞
と
い
っ
た
、
義
満
に
と
っ
て
最
大
規

　
模
の
行
事
に
関
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。

④
『
梅
松
論
㎞
や
『
論
罪
』
が
そ
の
よ
う
な
作
例
で
あ
る
。

　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
い
　
は
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
カ
ぬ
　

⑤
「
て
う
は
う
い
は
ん
方
な
し
、
南
ハ
ま
ん
く
た
る
海
上
二
む
か
ふ
の
嶋
と
て

　
申
間
一
里
は
か
り
な
る
小
島
あ
り
、
浦
の
と
山
東
西
奥
ま
て
出
ま
ハ
り
、
嶋
の
両

　
　
　
ん
ソ

　
方
い
り
海
の
こ
と
し
一
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑥
特
に
大
名
以
外
の
随
行
者
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
記
載
が
詳
し
い
。
落
合
博
志

　
「
藩
王
の
時
代
1
『
鹿
苑
院
西
国
下
向
記
㎞
の
善
事
を
紹
介
し
つ
つ
1
偏

　
（
糊
能
楽
研
究
㎞
一
八
、
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
、
一
九
九
四
年
）
参

　
照
。

⑦
小
早
川
健
笥
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
」
と
「
鹿
苑
院
西
国
下
向
記
」
」
（
『
研
究
紀

　
要
㎞
三
三
、
神
戸
市
立
工
業
高
等
専
門
学
校
、
一
九
九
五
年
）
は
、
こ
の
法
師
を
、

　
冒
頭
部
の
女
罵
同
様
、
作
者
が
設
定
し
た
虚
構
の
人
物
と
考
え
て
い
る
。

⑧
後
掲
す
る
法
師
が
語
っ
た
祖
先
伝
説
の
構
成
要
素
D
の
傍
線
部
。

⑨
伊
藤
幸
司
氏
前
掲
論
文
参
照
。
ま
た
、
森
茂
暁
「
（
県
史
講
演
録
）
大
内
氏
の

第
三
章
　
大
内
氏
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
妙
見

　
興
隆
と
祖
先
伝
承
」
（
『
山
口
県
史
研
究
』
一
一
、
二
〇
〇
三
年
）
で
は
、
闘
下
向

　
記
』
の
成
立
を
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
を
さ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
と
し
て
い
る
。

⑩
後
直
す
る
法
師
が
語
っ
た
祖
先
伝
説
の
構
成
要
素
A
の
傍
線
部
。

⑪
北
辮
健
「
大
内
義
弘
の
山
口
居
館
と
領
国
対
揚
一
意
聖
太
子
「
楊
神
」
体
制

　
の
対
「
京
都
」
誇
示
1
」
（
『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
一
〇
五
号
、
二
〇
一
｝

　
年
）
は
、
政
弘
代
よ
り
も
古
い
義
弘
段
階
に
即
し
た
伝
説
と
し
て
、
隅
下
向
記
㎞

　
は
鋤
約
が
あ
っ
て
も
使
え
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

⑫
現
在
の
車
塚
古
墳
（
防
府
市
）
の
こ
と
。

⑬
応
永
二
五
年
（
一
四
～
八
）
正
月
二
二
日
「
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
案
」

　
（
阿
弥
陀
寺
文
書
六
四
欄
県
史
』
史
料
中
世
2
）
。
伊
藤
幸
司
氏
は
、
こ
の
整
備

　
に
よ
っ
て
想
像
上
の
琳
聖
太
子
が
初
め
て
可
視
化
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
伊
藤

　
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑭
　
真
木
隆
行
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑮
た
だ
し
、
警
世
は
「
嘉
吉
の
変
」
に
遭
い
急
死
し
た
た
め
、
家
督
の
在
位
期
間

　
は
一
〇
年
と
短
い
。

　
本
章
で
は
、
祖
先
伝
説
の
中
で
重
要
な
役
翻
を
果
た
す
妙
見
が
大
内
氏
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

考
察
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
大
内
氏
が
崇
め
た
図
像
な
い
し
彫
像
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
大
内
氏
が
「
亀
」
を
妙

見
の
象
徴
と
し
て
用
い
た
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
追
究
し
た
い
。

（727）47



1
　
妙
見
図
像
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
大
内
氏
の
妙
見
像
に
つ
い
て
の
議
論
を
始
め
る
前
に
、
先
ず
古
代
か
ら
中
世
に
わ
た
る
日
本
の
妙
見
図
像
の
変
遷
を
概
観
し
て
お
く
。

　
妙
見
と
は
、
北
極
星
が
神
格
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
奈
良
時
代
に
は
妙
見
菩
薩
と
し
て
知
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
北
極
星
の
周
囲
を
回
る
北

斗
七
星
も
ま
た
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
た
。
妙
見
は
本
来
菩
薩
形
で
描
か
れ
て
い
た
が
（
図
3
）
、
鎌
倉
末
期
以
降
、
中
国
道
教
の
真
武
神
の
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

響
を
受
け
た
か
た
ち
に
変
容
し
て
い
っ
た
。
真
武
神
と
は
北
方
の
神
で
あ
る
玄
武
が
唐
末
五
代
に
人
格
化
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
形
象
は
特
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
。
披
髪
（
ざ
ん
ば
ら
髪
）
に
跣
足
（
は
だ
し
）
で
、
足
下
に
と
も
な
う
賃
上
が
こ
の
神
の
本
性
で
あ
る
玄
武
を
意
味
し
て
い
る
。
鎌
倉
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

室
町
時
代
に
真
武
神
を
描
い
た
「
鎮
宅
霊
符
」
が
伝
わ
っ
た
際
、
日
本
の
密
教
家
た
ち
は
足
下
に
描
か
れ
て
い
る
亀
蛇
か
ら
、
妙
見
菩
薩
を
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

像
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。2

　
道
教
的
な
形
象

　
大
内
氏
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
妙
見
の
形
象
も
ま
た
道
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
大
内
氏
が
崇
め
た
妙
見
の
木

像
や
絵
巻
の
作
例
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
当
時
の
文
献
中
の
記
述
か
ら
そ
の
手
が
か
り
を
探
す
ほ
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
九
月
日
の
禁
制
に
「
為
二
鷹
餌
一
瞥
レ
可
レ
用
三
界
麺
井
勉
一
也
、
思
為
＝
氷
上
山
仕
一
骨
、
臓
然
之
処
」
と
い
う
記
述
が

あ
り
、
「
縮
亀
井
地
」
（
ス
ッ
ポ
ン
・
カ
メ
・
ヘ
ビ
）
は
「
氷
上
山
仕
」
（
氷
上
山
妙
見
の
お
使
い
）
な
の
で
、
鷹
の
餌
に
し
て
は
い
け
な
い
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
禁
制
に
背
い
た
場
合
、
侍
は
恩
給
地
を
収
奪
さ
れ
る
か
追
放
さ
れ
、
凡
下
の
餐
（
平
罠
）
は
そ
の
身
を
留
置
さ
れ

る
か
謙
鐵
さ
れ
る
と
い
う
、
大
変
厳
し
い
処
罰
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
禁
制
か
ら
、
大
内
氏
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
妙
見
の
形
象
は
、

本
来
の
菩
薩
の
姿
と
異
な
り
、
亀
蛇
を
と
も
な
う
、
道
教
の
真
武
神
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
金
谷
匡
人
氏
は
、
『
関
八
州
古
戦
国
臨
に
見
え
る
妙
見
に
関
す
る
記
述
及
び
『
仏
像
図
彙
画
の
妙
見
図
像
を
も
と
に
、
妙
見
の
形
象
を
く
亀
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図3　妙見菩薩像図4　木造妙見菩薩立像

注　『図像抄』巻第十・天等下。『図像抄』は転

　写本が伝来しているが，原本の成立は平安後

　期とされる。『大正月脩大蔵経』図像第三巻

　図像No．131から転載。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
乗
っ
た
童
形
の
菩
薩
〉
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
大
内
氏
の
妙
見

像
に
関
す
る
先
行
研
究
は
乏
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
重
要
な
指
摘

で
あ
る
。
妙
見
に
「
亀
」
が
付
随
し
て
い
る
点
は
首
肯
で
き
る
が
、
金

谷
氏
の
分
析
は
近
世
の
軍
記
や
仏
像
図
像
集
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
中

世
に
遡
る
文
献
や
図
像
に
よ
る
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
中
世
に
お
け
る
神
像
表
現
の
一
般
的
傾
向
に
照
ら
し
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

平
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
津
田
隠
秘
氏
に
よ
れ
ば
、
＝
二
世

紀
以
降
、
神
像
は
ホ
ト
ケ
か
ら
垂
　
し
た
か
た
ち
を
意
味
す
る
童
子
形

で
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
下
総
千
葉
氏
の
崇
め
る
妙
見
も

ま
た
童
子
形
の
神
像
で
あ
る
。
千
葉
県
内
に
は
、
千
葉
氏
が
崇
め
た
真

　
　
　
　
　
　
武
神
的
で
亀
に
乗
っ
た
童
子
形
の
妙
見
像
が
現
存
し
て

　
り

轟
臨

注；千葉県指定文化財千葉・東庄町

　公民館保管。津田徹英『中世の童子

　形』（前掲）62頁から転載。

お
り
（
図
4
）
、
そ
の
造
像
は
＝
二
世
紀
後
半
に
遡
る
。

そ
う
す
る
と
、
大
内
氏
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
妙
見
の
形
象

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
〈
童
形
の
菩
薩
〉
で
は
な
く
、
〈
童
子
形
の
垂
　

へ神
〉
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
〈
亀
に
乗
っ

た
童
形
の
菩
薩
〉
と
い
う
表
現
は
、
〈
真
武
神
的
で
亀

蛇
を
と
も
な
う
童
子
形
の
垂
　
神
〉
と
改
め
る
べ
き
だ

と
考
え
る
。

　
な
お
、
大
内
氏
が
い
つ
頃
か
ら
妙
見
に
真
武
神
の
形

49　（729）



象
を
導
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
大
内
氏
が
派
遣
し
た
遣
明
使
は
道
教
の
真
武
神
や
星
神
の
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

仰
が
盛
ん
な
時
代
の
真
っ
只
申
を
旅
し
て
お
り
、
大
内
氏
が
遣
明
使
節
な
ど
中
国
と
の
通
交
者
を
介
し
て
真
武
神
の
形
象
を
導
入
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

3

「
亀
童
丸
」
と
い
う
名
づ
け

50　（730）

　
道
教
の
影
響
は
、
大
内
塗
の
「
亀
」
の
字
を
用
い
た
名
づ
け
に
も
見
ら
れ
る
。
大
内
氏
は
代
々
嫡
子
に
「
亀
童
丸
」
と
い
う
幼
名
を
付
け
て

お
り
、
政
弘
－
義
興
－
義
隆
の
三
代
に
わ
た
り
こ
の
幼
名
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
名
づ
け
が
守
護
大
内
氏
に
と
っ
て
重
要
な
意

義
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
政
弘
及
び
義
興
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
亀
童
丸
」
と
名
乗
っ
て
い
た
頃
、
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

及
び
文
明
～
八
年
（
～
四
八
六
）
の
興
隆
寺
二
月
会
に
お
け
る
上
宮
参
詣
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
上
皇
と
は
興
隆
寺
境
内
に
あ
る
氷
上
山
妙
見

⑯社
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
二
月
会
は
二
月
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
そ
の
際
大
内
氏
の
当
主
は
、
同
月
七
日
か
ら
七
B
問

に
わ
た
り
参
籠
を
行
な
っ
た
。
一
方
、
「
亀
町
丸
」
は
父
と
別
行
動
を
と
り
、
上
製
に
参
拝
し
、
衆
徒
（
寺
僧
）
の
手
か
ら
御
幣
を
頂
戴
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

そ
の
あ
と
境
内
諸
堂
を
巡
拝
し
た
。
上
宮
に
は
寺
僧
以
外
の
社
参
を
許
さ
な
い
厳
し
い
禁
忌
が
あ
り
、
当
主
で
あ
っ
て
も
上
鞘
に
は
参
拝
で
き

な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
亀
童
丸
」
は
二
宮
に
参
拝
し
て
お
り
、
妙
見
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。

　
「
亀
童
丸
」
に
見
る
「
亀
」
の
字
を
用
い
た
名
づ
け
ば
、
一
見
、
「
鶴
」
や
「
亀
」
な
ど
縁
起
の
良
い
動
物
の
名
を
幼
名
に
入
れ
る
当
時
の

風
習
に
従
っ
た
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
大
内
氏
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
妙
見
は
真
武
神
的
で
あ
り
、
亀
蛇
を
と

も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
名
づ
け
ば
、
実
は
真
武
神
的
な
妙
見
に
付
随
し
た
霊
亀
の
形
を
と
っ
て
、
妙
見
そ
の
も
の
が
象
徴

さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
三
代
に
わ
た
る
「
亀
葛
餅
」
の
幼
名
が
継
承
さ
れ
る
時
期
は
、
大
内
政
弘
に
よ
っ
て
祖
先
伝
説
が
体
系
化
さ

れ
る
時
期
と
重
な
る
。
第
二
章
で
紹
介
し
た
一
五
世
紀
前
半
の
所
伝
を
反
映
し
た
『
下
向
記
』
で
は
、
ま
だ
妙
見
と
雷
門
太
子
は
結
び
付
け
ら



室町期における大内氏の妙見信仰と祖先伝説（平瀬）

れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
四
章
で
詳
述
す
る
よ
う
な
体
系
化
さ
れ
た
祖
先
伝
説
に
よ
れ
ば
、
「
異
邦
之
太
子
将
二
来
朝
↓
北
辰
下
野

以
鎮
判
護
之
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
琳
聖
太
子
は
「
北
辰
」
（
妙
見
の
異
名
）
に
「
鎮
護
」
（
守
護
）
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
妙
見
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

崇
め
る
者
を
守
護
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
亀
歯
糞
」
と
い
う
名
は
妙
見
に
守
護
さ
れ
た
と
い
う
し
る
し
で
あ
り
、
琳
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

太
子
が
妙
見
に
守
護
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
大
内
氏
の
当
主
が
嫡
子
を
六
甲
太
子
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き

る
の
で
あ
る
。
大
内
氏
が
自
己
を
琳
聖
太
子
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
内
義
隆
滅
亡
の
後
、
陶
窯
賢
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
大
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

義
長
（
大
友
晴
英
）
が
自
分
を
剣
聖
太
子
に
み
な
し
、
豊
後
国
か
ら
周
防
国
佐
波
郡
多
々
良
浜
に
上
陸
し
た
事
例
が
参
考
と
な
ろ
う
。

4
　
「
亀
」
の
字
の
意
味

　
で
は
、
妙
見
に
付
随
し
た
霊
亀
か
ら
発
想
さ
れ
た
「
盗
塁
丸
」
と
い
う
幼
名
に
は
、
大
内
氏
当
主
の
ど
の
よ
う
な
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
大
内
氏
と
同
じ
よ
う
な
信
仰
を
持
つ
、
他
の
武
家
に
見
ら
れ
る
「
亀
し
の
付
い
た
幼
名
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
名
づ
け
の
意
味
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
い
。

　
先
ず
、
大
内
氏
と
同
じ
く
妙
見
を
崇
め
た
下
総
千
葉
氏
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
千
葉
氏
に
お
い
て
も
、
「
亀
」
の
字
を
用
い
た
「
亀
若
丸
」

と
い
う
幼
名
が
見
ら
れ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
千
葉
氏
も
鎌
倉
期
以
降
、
真
武
神
的
な
妙
見
を
崇
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
千
葉
氏
の

場
合
も
こ
の
名
づ
け
に
真
武
神
的
な
妙
見
の
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
千
葉
氏
に
幼
少
の
家
督
が
続
い
た
後
、
建
長

元
年
（
一
二
四
九
）
、
亀
若
丸
（
の
ち
の
頼
胤
）
が
幼
年
で
家
督
を
継
い
だ
時
、
千
葉
氏
は
一
族
内
に
所
領
が
分
散
し
て
し
ま
う
よ
う
な
窮
地
に

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

立
た
さ
れ
て
い
た
。
千
葉
氏
の
置
か
れ
た
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
、
「
亀
若
丸
」
と
い
う
名
づ
け
に
は
、
一
族
の
分
裂
の
危
機
に
直
面
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

幼
少
の
家
督
を
守
護
す
る
た
め
の
祈
り
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
次
に
、
北
斗
七
星
を
信
仰
し
た
加
賀
守
護
富
樫
氏
に
つ
い
て
注
目
す
る
。
室
町
中
期
に
家
督
で
あ
っ
た
満
春
に
は
三
人
の
子
が
い
た
が
、
そ

の
う
ち
、
嫡
子
の
持
春
は
若
死
に
し
、
弟
の
教
家
は
将
軍
義
教
の
逆
鱗
に
触
れ
、
家
督
は
も
う
ひ
と
り
の
弟
の
泰
高
に
移
っ
た
。
い
っ
た
ん
失
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踪
し
た
教
家
は
、
幕
府
に
運
動
し
て
そ
の
子
令
前
丸
（
成
春
）
を
守
護
に
就
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
、
加
賀
国
を
実
効
支
配
し
て
い

た
泰
高
と
、
守
護
職
を
得
た
亀
童
丸
の
問
に
「
加
賀
両
流
相
論
」
が
起
き
、
富
樫
氏
は
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
。
亀
七
輪
は
成
人
し
て
成
春
と
名

乗
り
、
そ
の
子
は
鶴
童
丸
（
政
親
）
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
分
裂
に
よ
っ
て
富
樫
氏
の
支
配
力
は
不
安
定
に
な
り
、
結
局
、
長
享
二
年
（
一

四
八
八
）
に
政
親
（
鶴
童
丸
）
が
一
向
…
揆
に
敗
れ
、
富
樫
氏
は
衰
亡
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
家
が
自
己
の
側
に
守
護
職
を
取
り
戻
そ
う
と
奔

走
し
て
い
た
時
、
そ
の
子
に
与
え
た
名
前
が
「
亀
童
丸
」
で
あ
っ
た
。
富
樫
氏
の
場
合
も
「
亀
童
坊
」
の
名
づ
け
に
は
、
一
族
の
結
束
が
困
難

な
時
期
に
幼
少
の
家
督
を
守
護
す
る
祈
念
の
意
味
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
妙
見
儒
仰
や
北
斗
信
仰
を
持
つ
武
家
に
お
い
て
、
長
寿
を
象
徴
す
る
縁
起
の
良
い
「
亀
」
の
字
を
付

け
る
こ
と
は
、
特
に
嫡
子
の
若
死
に
を
防
ぐ
こ
と
を
祈
念
す
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
富
樫
氏
の
事
例
か
ら
は
、
「
亀
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
「
鶴
」
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
成
春
一
政
親
父
子
の
幼
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
、
こ
の
家
系
を
正
統
な
も
の
と
す
る
意
図
も
感
じ
ら
れ

る
。　

大
内
氏
の
場
合
は
さ
ら
に
、
政
弘
一
義
興
－
義
隆
の
三
代
に
わ
た
っ
て
「
幻
化
丸
し
の
幼
名
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
政
弘
は
父
教
弘
か
ら
続
く
惣
領
家
の
家
系
を
正
統
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
、
祖
先
伝
説
を
体
系
化
し
た
。
そ
し
て
、
教
弘

か
ら
政
弘
に
か
け
て
、
そ
の
嫡
子
に
代
々
「
亀
童
丸
」
と
命
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
惣
領
家
の
中
で
特
定
の
幼
名
を
持
つ
嫡
子
の
み
を
正
統

と
す
る
し
き
た
り
を
考
案
し
た
よ
う
で
あ
る
。
幼
少
期
に
嫡
子
を
定
め
る
こ
と
に
は
、
同
族
に
よ
る
家
督
争
奪
戦
を
回
避
す
る
意
味
合
い
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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小

括

　
大
内
氏
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
妙
見
の
形
象
は
、
道
教
の
真
武
神
に
由
来
す
る
童
子
形
の
垂
遊
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
妙
見
に

付
随
し
た
霊
亀
に
由
来
す
る
「
亀
童
丸
」
と
い
う
幼
名
は
、
妙
見
に
守
ら
れ
た
と
い
う
し
る
し
で
あ
る
。
妙
見
は
、
「
亀
」
の
字
に
宿
り
、
嫡
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子
の
若
死
に
を
防
ぐ
と
と
も
に
嫡
子
の
み
に
正
統
性
を
与
え
、

れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
族
に
よ
る
家
督
争
奪
を
回
避
さ
せ
る
威
力
を
持
つ
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ

①
興
隆
寺
に
は
真
武
神
を
描
い
た
「
北
辰
妙
見
図
」
が
伝
存
し
て
い
る
が
、
こ
れ

　
は
大
内
氏
時
代
の
作
品
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
前
半
頃
の
雲
谷
派
の
影
響
下
に
あ

　
つ
た
画
家
に
よ
る
制
作
と
さ
れ
る
。
泉
武
夫
「
特
異
な
星
辰
神
の
図
像
と
そ
の
象

　
徴
性
」
（
㎎
佛
教
藝
術
㎞
三
〇
九
、
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

②
妙
見
図
像
及
び
信
仰
の
変
遷
全
般
に
つ
い
て
は
、
林
温
氏
前
掲
著
書
が
詳
し
い
。

③
吉
岡
義
豊
「
妙
見
信
仰
と
道
教
の
真
武
神
一
附
天
正
写
本
「
霊
符
之
秘
伝
」

　
1
」
（
噸
吉
岡
憶
意
著
作
集
㎞
二
、
五
月
書
房
、
一
九
八
九
年
、
初
出
は
一
九
六

　
六
年
）
に
は
、
鎌
倉
末
期
以
降
、
妙
見
に
道
教
の
真
武
神
の
性
格
が
深
く
絡
み
あ

　
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

④
二
階
堂
善
弘
「
廻
天
上
帝
信
仰
と
武
当
道
扁
（
野
ロ
鐵
郎
編
集
代
表
講
座
道

　
教
～
『
道
教
の
神
々
と
経
典
』
雄
山
閣
出
版
、
　
九
九
九
年
）
参
照
。

⑤
図
の
中
央
に
位
置
す
る
真
武
神
（
鎮
宅
霊
堂
神
）
像
の
周
囲
に
、
道
教
経
典
に

　
由
来
す
る
七
十
二
種
類
の
呪
符
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
お
札
の
文
例
集

　
で
あ
る
。
妙
見
信
仰
に
及
ぼ
し
た
鎮
宅
霊
符
信
仰
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
平
瀬
直

　
樹
「
日
本
中
世
の
妙
見
信
仰
と
鎮
宅
霊
符
信
仰
1
そ
の
基
礎
的
考
察
一
」

　
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
五
六
⊥
、
二
〇
＝
二
年
）
参
照
。

⑥
坂
出
祥
伸
「
呪
符
と
道
教
一
鎮
宅
受
療
の
信
仰
と
妙
見
信
仰
i
」
（
『
「
気
」

　
と
養
生
－
道
教
の
養
生
術
と
呪
術
1
』
人
文
書
院
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

⑦
門
大
内
氏
掟
書
」
（
佐
藤
進
一
ほ
か
島
田
中
世
法
制
史
料
集
㎞
三
、
岩
波
書
店
、

　
一
九
六
五
偏
牛
）
。

⑧
噸
新
訂
増
補
史
籍
集
覧
㎞
第
一
九
冊
（
武
家
部
戦
記
編
七
、
臨
川
書
店
、
一

　
九
六
七
年
）
所
収
。

⑨
　
千
葉
氏
の
妙
見
の
由
緒
を
語
る
く
だ
り
に
「
尊
像
照
雨
童
形
或
ハ
甲
冑
ヲ
帯
シ

　
…
…
霊
亀
ヲ
踏
マ
へ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

⑩
咽
訓
蒙
図
彙
集
成
』
一
四
（
朝
倉
治
彦
監
修
、
大
空
社
、
一
九
九
八
年
）
所
収
。

⑪
童
子
形
で
亀
を
踏
ま
え
た
姿
で
あ
る
。

⑫
金
谷
匡
人
「
大
内
氏
に
お
け
る
妙
見
信
仰
の
断
片
」
㎎
山
口
県
文
書
館
研
究
紀

　
要
』
～
九
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

⑬
津
田
徹
英
噸
中
世
の
童
子
形
㎞
（
咽
日
本
の
美
術
』
四
四
二
、
至
文
堂
、
二
〇
〇

　
三
年
）
六
四
頁
及
び
七
九
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
く
げ
ん
し
ゅ
う
り
ょ
う

⑭
　
大
内
氏
が
経
営
し
た
遣
明
船
の
副
使
で
あ
る
策
彦
周
良
は
、
寄
港
地
で
あ
る

　
寧
波
や
そ
の
周
辺
で
道
教
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
。
策
彦
は
、
嘉
靖
一
八
年
（
天
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ょ
う
こ
う
び
ょ
う

　
八
、
一
五
三
九
）
六
月
二
五
日
に
、
北
斗
星
君
を
祀
る
寧
波
の
城
隆
廟
（
都
市

　
の
守
護
神
の
社
）
を
参
拝
し
て
い
る
（
門
止
彦
和
尚
初
寒
集
」
中
　
牧
田
諦
音
9
6

　
凹
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
上
、
法
蔵
館
、
一
九
五
五
年
　
六
三
頁
）
。
ま
た
、
慕

　
靖
二
八
年
（
天
文
一
八
、
一
五
四
九
）
八
月
一
九
日
に
、
北
京
か
ら
寧
波
に
向
か

　
う
途
申
、
真
武
観
（
真
武
神
を
撮
る
道
教
寺
院
）
で
焼
香
し
て
い
る
（
「
策
彦
和

　
尚
再
渡
集
」
下
　
　
㎎
策
彦
入
明
記
の
研
究
輪
上
、
二
六
五
頁
）
。

⑮
長
禄
三
年
二
月
七
日
「
多
々
良
亀
童
丸
駄
納
氷
上
山
影
見
上
宮
参
詣
目
録
」

　
（
興
隆
寺
文
書
八
～
『
県
史
㎞
史
料
中
世
3
）
、
文
明
一
八
年
二
月
｝
三
日

　
「
多
々
良
亀
童
油
糧
期
氷
上
山
嶺
見
上
宮
社
参
目
録
」
（
興
隆
寺
文
書
七
八
魍
県

　
史
㎞
史
料
中
世
3
）
で
あ
る
。

⑯
興
隆
寺
の
境
内
に
氷
上
山
が
あ
り
、
そ
の
中
腹
に
妙
見
が
託
ら
れ
て
い
た
。

⑰
平
瀬
直
樹
「
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
と
興
隆
寺
二
月
会
」
（
前
掲
）
参
照
。

⑬
奈
良
時
代
以
来
、
妙
見
は
延
命
に
関
わ
る
「
星
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
。
平
瀬

　
直
樹
「
日
本
中
世
の
妙
見
信
仰
と
鎮
宅
霊
符
信
仰
…
そ
の
基
礎
的
考
察
一
」

　
（
前
掲
）
参
照
。

⑲
金
谷
匡
人
氏
前
掲
論
文
で
は
、
大
内
氏
の
嫡
子
の
幼
名
が
三
代
に
わ
た
り
「
亀
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童
画
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
護
主
は
嫡
子
を
喉
一
正
統
な
存
在
と
す
る
た

　
め
妙
見
菩
薩
に
擬
し
た
と
説
明
し
て
い
る
が
、
嫡
子
そ
の
も
の
が
妙
見
に
見
立
て

　
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

⑳
こ
の
こ
と
は
噸
大
内
義
隆
記
㎞
な
ど
の
軍
記
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
軍
記
は
、

　
米
原
正
義
校
注
『
戦
国
期
　
中
国
史
料
撰
輪
（
マ
ツ
ノ
轡
店
、
一
九
八
七
年
）
所

　
収
。

⑳
　
亀
若
丸
は
千
葉
氏
が
御
家
入
に
課
さ
れ
た
閑
院
内
裏
造
営
を
負
担
す
る
余
力
が

　
な
い
こ
と
を
幕
府
に
訴
え
て
い
る
。
建
長
元
年
五
月
二
七
日
助
平
亀
若
丸
請
文

　
案
」
（
中
山
法
華
経
寺
文
書
1
「
双
紙
要
文
」
紙
背
文
書
『
千
葉
県
の
歴
史
㎞
資

　
料
簡
中
世
2
、
千
葉
県
発
行
、
一
九
九
七
年
）
。

⑳
　
亀
若
丸
は
成
人
し
て
頼
胤
と
名
乗
り
、
九
州
に
下
向
の
後
死
去
し
た
。
結
局
、

　
千
葉
氏
は
頼
胤
の
死
後
一
族
の
統
田
力
を
失
い
、
関
東
と
九
州
に
分
裂
し
て
し
ま

　
つ
た
。

⑬
　
天
文
一
九
年
（
一
五
五
〇
）
に
記
さ
れ
た
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
下
巻
に
は
、

　
亀
若
丸
は
六
才
の
時
に
拉
致
さ
れ
た
が
、
妙
見
の
加
護
に
よ
っ
て
千
葉
に
生
還
し

　
た
と
あ
る
。
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
『
紙
本
著
色
　
千
葉
妙
見
大
縁
起
絵
巻
』

　
（
一
九
九
五
年
）
一
〇
三
頁
参
照
。

⑭
　
以
下
、
富
樫
氏
の
動
向
に
関
し
て
は
、
㎎
金
沢
市
史
』
通
史
編
1
　
原
始
・
古

　
代
・
中
世
（
金
沢
市
発
行
、
二
〇
〇
四
年
）
四
七
五
～
四
八
五
頁
参
照
。

㊧
後
に
泰
高
は
鶴
童
丸
（
政
親
）
に
守
護
職
を
譲
り
、
富
樫
氏
の
両
流
は
い
っ
た

　
ん
結
束
し
た
。

⑳
　
大
内
氏
の
場
合
は
、
「
系
譜
類
」
諸
本
で
記
載
が
～
駕
し
な
い
が
、
政
弘
か
ら

　
三
代
に
わ
た
る
「
亀
童
丸
」
に
並
行
し
て
、
同
時
期
の
陶
氏
の
嫡
子
の
幼
名
は

　
代
々
門
鶴
寿
丸
」
で
あ
る
。
大
内
氏
と
重
臣
の
陶
氏
の
問
で
、
「
亀
恥
と
「
鶴
」

　
が
一
対
に
な
っ
て
、
と
も
に
安
定
的
な
家
督
相
続
を
祈
念
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
四
章
　
妙
見
信
仰
と
祖
先
伝
説

　
第
二
章
で
、
大
内
教
弘
代
以
前
の
一
五
世
紀
前
半
ま
で
の
所
伝
で
は
、
妙
見
は
ま
だ
「
氏
神
」
と
し
て
の
存
在
意
義
が
明
確
で
は
な
く
、
琳

聖
太
子
と
結
び
付
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
本
章
で
は
、
祖
先
伝
説
の
中
で
妙
見
の
存
在
意
義
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
、
大
内
氏
歴
代

当
主
の
う
ち
誰
の
頃
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
こ
で
、
政
弘
代
の
所
伝
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
大
内
氏
の
家
譜
を

同
時
代
的
史
料
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
。

1
大
内
氏
の
家
譜

南
北
朝
期
以
降
、
大
内
氏
は
重
弘
流
と
長
弘
流
の
内
訂
を
初
め
と
し
て
し
ば
し
ば
｝
族
の
問
で
家
督
争
い
を
繰
り
返
し
た
。
そ
れ
で
も
応
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仁
・
文
明
の
乱
を
経
て
、
政
弘
が
惣
領
の
地
位
を
固
め
た
段
階
で
、
盛
見
の
流
れ
を
汲
む
教
薫
製
大
内
氏
が
惣
領
家
の
地
位
を
確
定
さ
せ
た
と

　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

言
わ
れ
て
い
る
。
大
内
氏
の
惣
領
家
は
〈
盛
見
↓
教
弘
↓
政
弘
↓
義
興
↓
義
隆
〉
と
続
く
血
統
を
維
持
し
、
自
己
の
家
系
が
正
統
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
③

を
主
張
す
る
た
め
に
祖
先
伝
説
の
体
系
化
に
力
を
入
れ
て
い
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
体
系
化
の
作
業
は
す
で
に
盛
見
の
代
に
琳
聖
太

　
　
　
　
　
　
④

子
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
新
し
い
段
階
へ
前
進
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
祖
先
伝
説
が
体
系
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
の
は
、
須
田
牧
子
氏
に
よ
る
大
内
氏
の
先
祖
観
の
形
成
に
つ
い
て
の
指

　
　
　
⑤

摘
で
あ
る
。
須
田
氏
は
大
内
氏
が
朝
鮮
王
朝
に
使
者
を
派
遣
し
、
自
己
の
ル
ー
ツ
を
調
査
す
る
た
め
の
協
力
を
要
請
し
た
事
例
を
分
析
し
、
大

内
氏
の
先
祖
観
の
形
成
に
三
つ
の
画
期
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
の
画
期
は
、
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
、
大
内
義
弘
が
家
系
・
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

自
を
示
す
も
の
と
「
土
田
」
を
要
求
し
た
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
王
朝
は
、
大
内
氏
の
ル
ー
ツ
を
百
済
の
始
祖
の
温
酢
王
で
あ
る
と
圏
答
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
。
第
二
の
画
期
は
、
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
、
大
内
教
弘
が
、
琳
聖
太
子
の
故
事
を
記
し
た
古
記
録
を
要
求
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
が
た

弘
は
大
内
氏
に
伝
わ
る
口
伝
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
〈
再
主
太
子
が
聖
徳
太
子
か
ら
「
州
郡
」
（
大
内
県
）
を
賜
り
、
そ
れ
以
来
「
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
う
ち
の
き
み
⑧

居
之
地
」
（
本
拠
地
）
の
名
を
称
し
「
大
内
公
」
と
号
し
た
〉
と
い
う
祖
先
伝
説
の
主
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
が
見
え
る
。
第
三
の
画
期
は
、

文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
、
大
内
政
弘
が
琳
聖
太
子
の
祖
先
に
あ
た
る
古
い
百
済
国
王
の
名
を
、
朝
鮮
の
「
国
史
」
か
ら
転
写
す
る
こ
と
を
求

　
　
　
　
　
　
⑨

め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
画
期
は
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
が
体
系
化
さ
れ
る
段
階
に
あ
た
り
、
1
帯
筋
太
子
を
守
護
す
る
妙
見
の
下
降
、
互
聖
徳

太
子
に
よ
る
大
内
県
と
多
々
良
姓
の
下
賜
、
頭
鷲
頭
山
妙
見
社
の
由
緒
、
W
氷
上
山
興
隆
寺
の
由
緒
と
い
っ
た
祖
先
伝
説
の
主
要
な
構
成
要
素

が
こ
の
時
期
に
出
そ
ろ
う
の
で
あ
る
。

　
須
田
氏
は
、
第
三
の
画
期
に
お
い
て
、
政
弘
が
朝
鮮
の
「
国
史
」
を
求
め
た
理
由
を
大
内
氏
の
家
譜
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
、

「
文
明
一
八
年
一
〇
月
二
七
日
大
内
氏
家
聖
心
」
（
以
下
、
「
文
明
一
入
年
家
譜
」
と
略
称
す
る
）
が
そ
の
写
本
に
あ
た
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
「
文

明
｝
八
年
家
譜
」
に
記
さ
れ
た
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
は
、
内
容
上
落
も
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
、
祖
先
伝
説
に
お
け
る
妙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

見
の
存
在
意
義
を
考
察
す
る
た
め
に
注
目
す
べ
き
文
献
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
文
書
は
現
存
せ
ず
、
近
世
以
降
の
写
本
が
三
種
類
伝
存
す
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る
の
み
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
写
本
は
共
通
し
て
、
天
和
三
年
（
一
六
八
ε
、
氷
上
山
（
興
隆
嵜
）
真
光
院
行
宮
の
所
望
に
よ
り
、
天
台
座
主
雍
恕
親
王
が
「
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

明
一
八
年
家
譜
」
を
清
書
し
た
と
い
う
銘
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
銘
も
ま
た
現
存
し
な
い
。
ま
た
、
天
台
座
主
に
清
書
を
所
望
し
た
行
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
、
興
隆
寺
の
中
興
の
祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
申
世
興
隆
寺
の
繁
栄
を
強
調
す
る
た
め
、
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
が
行
海
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

下
の
近
世
の
興
隆
寺
僧
に
よ
る
改
変
を
受
け
て
い
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
し
か
も
、
須
田
氏
は
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
に
引
用
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
る
『
三
国
史
記
』
が
、
少
な
く
と
も
政
弘
が
閲
覧
で
き
る
範
囲
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
「
文
明
～
八
年
家
譜
」
が
政
弘
代
に
お
け
る
所
伝
を
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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2
　
祖
先
伝
説
の
比
較

　
こ
こ
で
は
、
前
節
を
う
け
て
、
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
の
写
本
に
共
通
し
て
見
え
る
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
を
、
他
の
同
時
代
史
料
中
の
祖
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

伝
説
と
比
較
す
る
。
先
ず
、
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
か
ら
、
祖
先
伝
説
の
主
要
な
構
成
要
素
と
考
え
ら
れ
る
記
述
を
四
か
所
抜
粋
す
る
。

王
（
琳
聖
太
子
を
鎮
護
す
る
妙
見
の
下
降
）

　
推
古
天
皇
十
七
年
己
巳
有
二
大
星
↓
在
鳳
周
防
国
都
濃
郡
鷲
頭
庄
青
柳
浦
松
樹
之
上
h
七
昼
夜
赫
々
不
レ
絶
、
国
人
奇
レ
之
、
時
神
q
託
巫
人
一
日
、
異

　
邦
之
太
子
将
一
粂
朝
↓
故
北
辰
下
目
以
馬
上
護
之
糊
云
云
、
因
改
二
地
名
一
日
二
下
松
浦
↓
三
二
称
其
星
一
日
二
北
辰
妙
見
尊
聖
王
大
菩
薩
↓
立
レ
社
以
祭

　
レ
之
、
居
三
年
辛
未
歳
百
済
国
琳
聖
太
子
来
朝

∬
（
聖
徳
太
子
に
よ
る
大
内
県
と
多
々
良
姓
の
下
賜
）

　
琳
聖
太
子
乃
聖
明
第
三
子
、
生
平
有
下
欲
レ
奉
レ
拝
二
肉
身
如
来
一
之
誓
上
（
中
略
）
琳
聖
太
子
歓
喜
無
レ
極
、
遂
議
レ
船
而
渡
レ
漠
、
抵
二
周
防
国
多
々
良



　
浜
↓
琳
聖
既
得
レ
謁
一
聖
徳
太
子
於
荒
陵
静
岡
以
一
周
防
大
内
鰐
為
一
条
邑
「
賜
二
等
多
々
良
氏
ハ
其
後
胤
相
襲
綿
々
不
レ
絶
、

皿
（
鷲
頭
山
妙
見
社
の
由
緒
）

　
後
妙
見
大
菩
薩
自
二
下
松
浦
一
驚
＝
干
桂
木
｛
景
今
宮
洲
是
也
、
従
二
塁
木
宮
｝
重
遷
二
予
高
鹿
垣
宮
↓
復
遷
二
予
鷲
頭
山
↓
其
山
頂
有
二
上
菅
ハ
山
半

　
有
二
下
宮
ハ
　
一
二
三
殿
中
堂
楼
門
等
制
度
臓
然
、

W
（
氷
上
山
興
隆
寺
の
由
緒
）

　
至
二
琳
聖
太
子
中
世
孫
茂
村
一
奉
レ
遷
磯
仮
予
大
内
県
氷
上
山
↓
神
祠
仏
閣
及
僧
舎
等
以
十
q
倍
子
鷲
頭
山
【
（
中
略
）
而
山
中
衆
徒
日
習
一
矢
台
教
法
袖

　
論
談
決
択
而
勤
笥
修
之
ハ
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⑰

　
次
に
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
一
一
月
一
二
日
「
大
内
政
弘
妙
見
大
菩
薩
勧
請
告
文
」
（
以
下
、
「
告
文
」
と
略
称
す
る
）
を
取
り
上
げ
、
こ
の
中

か
ら
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
に
関
係
す
る
部
分
を
抜
粋
し
、
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
の
構
成
要
素
1
～
W
と
比
較
す
る
。
「
告
文
」
は
応
仁
・
文
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り
と

の
乱
の
際
、
京
都
に
あ
っ
た
大
内
政
弘
の
陣
の
守
護
神
と
し
て
、
鬼
門
に
あ
た
る
艮
方
に
妙
見
を
勧
請
す
る
た
め
に
記
さ
れ
た
一
種
の
祝
詞

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ク

此
霊
神
妙
見
大
菩
薩
波
、
推
古
天
皇
十
九
年
辛
未
、
周
防
国
下
松
ホ
照
降
、
百
済
固
葉
明
王
第
三
皇
子
琳
聖
太
子
来
朝
乎
為
二
守
護
一
下
降
云
々
、

嚢
橿
琳
聖
嫡
子
正
恒
多
々
良
姓
於
賜
布
、
傍
氏
神
大
菩
薩
乎
周
防
国
大
内
県
氷
上
山
ホ
奉
二
勧
請
一
粟
、
寺
灘
興
隆
寺
止
号
須

　
抜
粋
部
分
の
う
ち
、
前
半
に
見
え
る
〈
妙
見
が
、
推
古
天
皇
十
九
年
、
周
防
国
下
松
に
下
降
し
た
。
そ
れ
は
百
済
国
聖
明
王
第
三
皇
子
琳
聖

太
子
の
来
朝
を
守
護
す
る
た
め
で
あ
っ
た
〉
と
い
う
く
だ
り
は
、
構
成
要
素
1
に
対
応
す
る
。
後
半
の
〈
嚢
祖
で
あ
る
琳
聖
太
子
の
嫡
子
正
恒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
多
々
良
の
姓
を
賜
わ
っ
た
〉
と
い
う
く
だ
り
は
、
構
成
要
素
∬
に
対
応
す
る
。
ま
た
、
〈
氏
神
で
あ
る
妙
見
を
周
防
国
大
内
県
氷
上
山
に
勧
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請
し
、
寺
を
興
隆
寺
と
号
す
〉
と
い
う
く
だ
り
は
、
構
成
要
素
W
に
対
応
す
る
。

　
こ
こ
で
、
「
告
文
」
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
補
足
説
明
し
て
お
く
。
こ
の
「
告
文
」
も
近
世
の
写
で
あ
る
が
、
二
つ
の
理
由
に
よ
り
そ
の

内
容
は
当
初
の
も
の
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
勧
請
の
祭
祀
を
行
っ
た
の
が
興
隆
寺
の
前
別
当
祐
増
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
第
二
に
、
文
書
の
「
融
業
」
に
「
大
内
陳
之
艮
方
妙
見
勧
請
告
文
草
遣
レ
之
、
清
書
聖
護
院
准
盾
道
興
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
あ
り
、
天
台
宗
寺
門
派
の
有
力
門
跡
で
あ
る
聖
護
院
道
興
が
清
書
を
行
っ
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
ん
し
ウ
う
し
ょ
う
⑳

　
さ
ら
に
、
別
の
同
時
代
的
史
料
で
あ
る
保
寿
寺
の
惟
三
周
全
が
書
い
た
文
明
＝
ハ
年
（
一
四
八
四
）
の
「
陶
磁
護
寿
像
賛
」
を
取
り
上
げ
、

こ
の
中
か
ら
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
に
関
係
す
る
部
分
を
抜
粋
し
、
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
の
構
成
要
素
1
～
W
と
比
較
す
る
。
「
陶
歯
護
寿
像

賛
」
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
の
際
、
出
陣
中
の
政
弘
の
留
守
を
預
か
っ
た
陶
弘
護
を
讃
え
た
も
の
で
あ
る
。
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尾
州
刺
史
多
多
良
弘
護
者
、
防
之
一
族
也
、
原
二
其
先
ハ
百
済
国
論
明
王
第
三
皇
子
琳
袈
太
子
苗
窩
、
而
我
朝
人
皇
三
十
四
代
帝
推
古
天
皇
御
字

十
九
年
辛
未
歳
来
朝
、
廼
相
q
当
階
大
業
七
年
也
、
百
済
船
着
二
子
至
言
多
多
良
岸
↓
琳
聖
之
王
子
正
恒
、
始
賜
二
多
多
良
姓
↓
居
二
干
周
防
大
内

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

県
↓
至
レ
今
八
百
余
載
、
綿
々
不
レ
絶
ム
矢

　
抜
粋
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
内
氏
の
有
力
支
族
で
あ
っ
た
幽
草
は
、
大
内
氏
嫡
流
の
祖
先
伝
説
を
自
己
の
祖
先
伝
説
に
転
用
し
て
い

た
。
抜
粋
部
分
の
う
ち
、
〈
推
古
天
皇
十
九
年
に
来
朝
し
た
〉
と
い
う
く
だ
り
は
構
成
要
素
1
に
対
応
す
る
。
ま
た
、
〈
百
済
国
賊
明
王
第
三
皇

子
琳
聖
太
子
が
、
周
防
国
多
々
良
に
着
岸
し
、
そ
の
子
正
恒
が
多
々
良
風
を
賜
り
、
周
防
国
大
内
県
に
居
住
し
た
〉
と
い
う
く
だ
り
は
、
構
成

要
素
■
に
対
応
す
る
。

　
ま
た
、
「
告
文
」
及
び
「
陶
弘
護
寿
像
賛
」
共
通
に
、
書
聖
太
子
を
「
百
済
国
勢
明
王
第
三
皇
子
」
と
し
て
お
り
、
構
成
要
素
■
の
「
琳
聖

太
子
乃
聖
明
第
三
子
」
と
い
う
表
現
に
対
応
し
て
い
る
。
琳
聖
太
子
の
出
自
を
〈
百
済
国
聖
明
王
の
第
三
王
子
〉
と
す
る
こ
と
は
、
政
弘
代
に
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⑳

特
有
の
表
現
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
に
見
え
る
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
を
、
「
告
文
」
及
び
「
陶
磁
護
寿
像
賛
」
と
い
う
同
時
代
的
史
料
に
見
え
る
祖

先
伝
説
と
比
較
し
た
結
果
、
二
つ
の
史
料
と
も
に
対
応
関
係
が
確
認
で
き
た
。
よ
っ
て
、
「
文
明
～
八
年
家
譜
」
の
祖
先
伝
説
は
政
弘
代
の
所

伝
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
家
譜
は
、
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
、
大
内
政
弘
が
朝
鮮
王
朝
に
「
国
史
」
の
転
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
願
う
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
と
同
じ
内
容
、
も
し
く
は
そ
れ
を
反
映
し
た
も
の
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

3
　
祖
先
伝
説
の
体
系
化

　
こ
こ
で
は
、
先
掲
の
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
か
ら
、
政
弘
が
ど
の
よ
う
に
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
の
体
系
化
を
進
め
た
か
を
見
て
ゆ
く
。

　
政
弘
は
最
初
に
、
祖
先
伝
説
の
中
に
鷲
頭
山
妙
見
社
を
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら
着
手
し
て
い
る
。
政
弘
は
、
「
北
辰
」
（
妙
見
の
異
名
）
が
鷲

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

頭
銀
盤
柳
浦
の
松
の
樹
上
に
「
下
臨
」
（
下
降
）
し
た
と
い
う
、
「
下
松
」
の
地
名
起
源
伝
説
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妙
見
に
鷲
頭
山
妙

見
社
で
祀
ら
れ
る
由
緒
を
与
え
た
（
構
成
要
素
1
）
。
そ
し
て
、
こ
の
由
緒
の
中
で
妙
見
は
、
楽
聖
太
子
を
「
鎮
護
」
（
守
護
）
す
る
た
め
に
下
降

し
た
「
大
星
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（
構
成
要
素
1
）
。
こ
れ
は
、
祖
先
伝
説
の
中
核
を
成
す
存
在
で
あ
る
妙
見
と
琳
聖
太
子
が
結
び
付

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
史
料
上
の
初
見
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
弘
は
下
松
↓
桂
木
宮
（
宮
洲
）
↓
高
鹿
垣
宮
↓
鷲
頭
山
と
い
う
よ
う
に
、
同

じ
鷲
頭
荘
内
で
妙
見
を
遷
宮
さ
せ
る
操
作
を
行
っ
て
い
る
（
構
成
要
素
皿
）
。

　
鷲
頭
山
妙
見
社
は
も
と
も
と
鷲
頭
氏
に
崇
め
ら
れ
、
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
中
に
包
摂
し
に
く
い
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
大
内

氏
の
祖
先
伝
説
中
に
包
摂
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
室
町
期
に
お
い
て
、
鷲
頭
山
妙
見
社
は
氷
上
山
妙
見
社
と
と
も
に
周
防
国
内
の
妙
見
信
仰
の

一
大
拠
点
で
あ
り
、
政
弘
は
こ
の
事
実
を
黙
殺
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
周
防
国
大
島
郡
屋
代
島
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

惣
鎮
守
社
は
鷲
頭
山
妙
見
を
祀
っ
て
お
り
、
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
二
月
「
北
辰
妙
見
大
菩
薩
祭
文
」
に
は
、
「
周
防
ノ
国
都
濃
郡
鷲
頭
庄
河

　
⑳

内
郷
、
此
峰
二
恩
垂
泌
ヲ
垂
レ
座
ス
北
辰
妙
見
大
菩
薩
ノ
御
前
二
」
と
あ
る
。
一
五
世
紀
前
半
の
永
享
年
間
ま
で
に
、
周
防
国
譲
部
の
都
濃
郡
か
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ら
大
島
郡
に
か
け
て
、
鷲
頭
山
妙
見
社
を
中
心
と
す
る
妙
見
信
仰
圏
が
広
が
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
弘
は
鷲
頭
山
妙
見
社
を
手
厚
く
保
護
し
て
お
り
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
、
「
甲
乙
人
等
仁
山
当
山
一
か
り
の
事
、
菟
苗
田
狩
等
に
至
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

永
令
二
禁
断
㎜
畢
」
と
い
う
よ
う
に
、
殺
生
禁
断
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
政
弘
は
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
、
鷲
頭
山
妙
見
社
下
宮
及
び
宿
院

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
造
営
も
行
っ
て
い
る
。
特
に
宿
院
の
造
営
は
、
政
弘
の
母
で
あ
る
「
大
上
様
」
の
「
御
願
」
で
あ
っ
た
。
政
弘
代
の
鷲
頭
山
妙
見
社
は
「
其

山
頂
有
二
興
宮
（
山
善
有
＝
下
宮
↓
＝
一
三
殿
中
堂
楼
門
等
制
度
倣
然
」
（
構
成
要
素
皿
）
と
あ
る
よ
う
に
、
鷲
頭
山
の
山
頂
か
ら
山
麓
に
か
け
て

展
開
す
る
大
規
模
な
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
鷲
頭
山
伝
見
出
を
祖
先
伝
説
の
中
に
包
摂
し
た
後
で
、
政
弘
は
、
今
度
は
氷
上
山
妙
見
社
（
興
隆
寺
）
を
祖
先
伝
説
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
に
力
を
注
い
だ
。
第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
教
弘
代
以
前
で
は
興
隆
寺
は
ま
だ
領
国
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
心
的
役
捌
を
果
た
し
て
お

ら
ず
、
氷
上
山
妙
見
社
（
興
隆
寺
）
に
妙
見
が
祀
ら
れ
る
理
由
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
政
弘
は
鷲
頭
山
妙
見
社
か
ら

氷
上
山
妙
見
社
へ
の
遷
宮
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
は
鷲
頭
荘
内
の
下
松
に
下
降
し
た
妙
見
に
、
氷
上
山
妙
見
社
（
興
隆
寺
）
に
祀

ら
れ
る
由
緒
を
与
え
た
の
で
あ
る
（
構
成
要
素
W
）
。

　
さ
ら
に
、
政
弘
は
い
っ
た
ん
鷲
頭
山
妙
見
社
を
讃
え
る
記
述
（
構
成
要
素
皿
）
を
設
け
、
そ
の
あ
と
に
興
隆
寺
が
鷲
頭
山
妙
見
社
を
凌
駕
す

る
規
模
を
持
つ
こ
と
を
誇
る
操
作
（
構
成
要
素
W
）
を
行
い
、
興
隆
寺
を
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
の
中
心
に
据
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
政
弘
は
、

興
隆
寺
が
氏
神
を
祀
る
だ
け
で
な
く
、
天
台
宗
寺
院
と
し
て
も
立
派
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
境
内
に
建
つ
堂
塔
の
名
称
を
長
々
と

列
塾
し
て
い
る
・
こ
の
よ
う
に
・
政
弘
は
妙
見
の
存
在
意
義
に
関
わ
る
設
定
を
複
雑
に
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
・
祖
先
伝
説
の
体
系
化
を

果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
妙
見
は
、
氷
上
山
妙
見
社
（
興
隆
寺
）
に
祀
ら
れ
る
由
緒
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
祖
と
さ
れ
る
琳
聖
太
子
の
守
護
神
に
留
ま
ら
ず
、

大
内
氏
及
び
そ
の
領
国
を
守
護
す
る
「
氏
神
」
と
し
て
の
存
在
意
義
が
与
え
ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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小

括

　
祖
先
伝
説
中
で
の
妙
見
の
存
在
意
義
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
、
一
五
世
紀
後
半
の
政
弘
代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
、
妙
見

が
下
墨
太
子
に
結
び
付
け
ら
れ
た
上
、
興
隆
寺
を
中
心
と
す
る
妙
見
信
仰
の
由
緒
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
先
伝
説
は
最
も
詳
し
く
な

り
、
体
系
化
さ
れ
た
。
「
文
明
一
八
年
家
譜
」
の
祖
先
伝
説
は
、
大
内
氏
の
祖
先
伝
説
の
体
系
化
の
上
で
の
重
要
な
画
期
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

大
内
政
弘
は
、
妙
見
を
琳
聖
太
子
の
守
護
神
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
領
国
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
心
に
位
置
す
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な

存
在
に
変
容
さ
せ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

室町期における大内氏の妙見信仰と祖先伝説（平瀬）

①
　
大
内
氏
の
家
督
争
い
に
つ
い
て
は
、
和
田
秀
作
氏
前
掲
論
文
が
詳
し
い
。

②
た
だ
し
、
盛
見
が
九
州
で
戦
死
す
る
と
持
世
（
義
弘
の
子
）
が
跡
を
継
ぎ
、
家

　
督
は
い
っ
た
ん
盛
見
の
兄
で
あ
る
義
弘
の
血
統
に
遷
っ
て
い
る
。

③
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
な
政
弘
－
義
興
－
義
隆
の
三
代
に
わ
た
っ
て
「
亀
童

　
丸
」
の
幼
名
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
よ
う
な
主
張
の
｝
環
で
あ
る
。

④
　
盛
見
は
応
永
一
一
年
（
一
四
〇
四
）
に
興
隆
寺
本
堂
の
供
養
を
行
っ
た
際
、
興

　
隆
寺
が
「
当
家
襲
祖
琳
聖
太
子
」
の
草
創
で
あ
る
と
述
べ
た
。
応
永
一
一
年
（
一

　
四
〇
四
）
三
月
「
興
隆
寺
本
堂
供
養
日
記
」
（
興
隆
寺
文
書
一
『
県
史
㎞
史
料
中

　
世
3
）
。

⑤
須
田
牧
子
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑥
『
李
朝
実
録
』
定
宗
元
年
七
月
一
〇
日
（
応
永
六
年
七
月
九
日
）
条
に
、
「
義
弘

　
請
云
、
我
是
百
済
之
後
影
、
日
本
国
人
、
不
レ
知
二
吾
之
世
系
農
政
姓
氏
↓
請
具
書

　
賜
レ
之
、
又
請
一
匹
百
済
土
田
こ
と
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
引
用
す
る
魍
李
朝
実
録
㎞

　
は
、
い
ず
れ
も
『
県
史
』
史
料
中
世
1
所
収
。

⑦
噸
李
朝
実
録
㎞
端
宗
元
年
六
月
二
四
日
（
享
徳
二
年
六
月
二
三
日
）
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
カ
あ
ぜ
　
り

⑧
「
此
時
百
済
国
王
、
勅
＝
太
子
琳
聖
↓
討
二
大
連
等
↓
琳
上
唇
大
内
公
也
、
以

　
レ
故
聖
徳
太
子
、
賞
二
其
功
帰
鷺
洲
二
州
郡
ハ
爾
来
陶
工
都
居
熟
地
哨
号
二
大
内
公
一
」

　
と
あ
る
。

⑨
『
李
朝
実
録
』
成
宗
　
六
年
～
O
月
七
日
（
文
明
一
七
年
一
〇
月
六
日
）
条
に

　
は
政
弘
の
書
簡
が
引
用
さ
れ
、
「
温
レ
祖
百
済
国
王
余
璋
第
三
子
、
日
本
国
来
朝
、

　
　
ハ
　
ぬ
　
ぬ
が
ザ

　
階
大
業
七
年
露
華
歳
也
（
中
略
）
琳
聖
画
日
余
璋
、
璋
父
日
余
瑠
、
瑠
父
日
余
慶
、

　
自
レ
此
以
上
、
王
代
名
号
不
二
記
知
牌
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
政
弘
は
琳
聖
太
子

　
の
祖
先
と
し
て
掘
貸
し
て
い
た
百
済
国
王
名
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
政
弘
は

　
琳
聖
太
子
の
さ
ら
に
古
い
祖
先
を
調
べ
る
た
め
、
同
じ
書
簡
で
「
殿
下
定
可
レ
有
二

　
国
史
（
余
慶
以
上
王
代
之
名
号
、
命
レ
写
賜
レ
之
」
と
、
「
国
史
」
か
ら
百
済
国
王

　
名
を
転
写
す
る
こ
と
を
朝
鮮
国
王
に
要
請
し
て
い
る
。

⑩
T
〕
永
田
瀬
兵
衛
の
写
本
。
魍
永
田
秘
録
』
百
十
三
（
右
田
毛
利
文
書
、
山

　
口
県
文
書
館
蔵
）
所
収
。
『
寺
社
証
文
㎞
編
纂
の
過
程
で
筆
写
さ
れ
た
ら
し
く
、

　
享
保
一
〇
年
（
｝
七
二
五
）
の
銘
が
あ
る
。
ハ
2
〕
㎎
防
長
穿
社
由
来
』
第
三
巻

　
（
山
口
県
文
書
館
編
集
発
行
、
一
九
八
三
年
）
山
口
宰
判
御
堀
村
興
隆
寺
真
光
院
。

　
鞠
寺
社
由
来
㎞
は
、
長
州
藩
が
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
以
来
、
藩
内
の
寺
社

　
に
命
じ
て
上
申
さ
せ
た
由
来
轡
。
〔
3
〕
近
代
の
歴
史
家
で
あ
る
近
藤
清
石
が
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m
1
〕
ま
た
は
ハ
2
〕
を
筆
写
し
た
も
の
。
『
大
内
氏
実
録
土
代
㎞
十
六
（
山
口

　
県
文
書
館
蔵
）
所
収
。
須
田
牧
子
氏
が
紹
介
し
た
写
本
は
こ
れ
に
あ
た
る
。

⑪
「
此
一
巻
者
、
八
二
氷
上
山
当
住
真
光
口
書
僧
正
法
印
行
蔵
綿
噛
夢
染
二
禿
肇
者

　
也
、
天
和
三
年
八
月
十
四
日
　
天
台
座
主
二
品
発
恕
親
王
書
」
と
記
さ
れ
る
。

⑫
　
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
長
州
藩
が
編
纂
し
た
『
防
長
古
器
考
』
有
図
第
七

　
二
（
山
口
県
文
書
堅
蔵
旧
藩
別
遣
記
録
〉
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
は
、
礎
恕
親

　
王
に
よ
る
清
轡
は
、
興
隆
寺
の
宝
物
で
あ
る
「
氷
上
山
伝
記
　
｝
軸
」
と
し
て
存

　
在
し
て
い
た
。

⑬
興
隆
毒
の
境
内
に
東
照
富
を
誘
致
す
る
な
ど
そ
の
復
興
に
取
り
組
ん
だ
。

⑭
行
海
の
後
継
者
た
ち
も
興
隆
寺
の
復
興
に
従
罪
し
、
剛
氷
上
山
秘
奥
記
㎞
を
撰

　
述
す
る
な
ど
、
興
隆
毒
の
由
緒
に
つ
い
て
豊
富
な
情
報
を
蓄
積
し
て
い
た
。
真
木

　
隆
行
「
氷
上
山
秘
奥
記
翻
刻
挿
解
題
（
二
）
」
（
『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
四
、
二
〇

　
〇
八
年
）
参
照
。

⑮
須
田
牧
子
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑯
活
字
化
さ
れ
た
写
本
〔
2
〕
を
参
照
し
た
。

⑰
新
訂
増
補
国
史
大
系
㎎
続
左
再
出
㎞
所
収
。
『
続
左
丞
抄
臨
は
近
世
に
成
立
し

　
た
古
文
書
集
で
あ
る
。

⑱
た
だ
し
、
多
々
良
の
姓
を
賜
っ
た
人
物
は
、
「
文
明
一
八
年
家
譜
扁
で
は
琳
聖

　
太
子
本
人
で
あ
る
。

⑲
寺
門
派
は
特
に
妙
見
信
仰
に
熱
心
な
宗
派
で
あ
っ
た
。
平
瀬
直
樹
「
日
本
中
世

　
の
妙
見
信
仰
と
鎮
宅
霊
符
信
仰
一
そ
の
基
礎
的
考
察
1
」
（
前
掲
）
参
照
。

　
こ
の
点
か
ら
も
寺
門
派
に
属
す
る
聖
護
院
道
興
が
「
告
文
」
を
執
筆
す
る
こ
と
に

　
は
十
分
な
理
宙
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
「
賛
龍
豊
豊
漁
（
『
県
史
』
史
料
中
世
4
）
。

⑳
　
琳
聖
太
子
は
必
ず
し
も
聖
明
王
の
子
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
噸
李
朝

　
実
録
』
成
宗
一
六
年
一
〇
月
七
日
（
文
明
一
七
年
｝
○
月
頭
B
）
条
（
前
掲
）
に

　
引
用
さ
れ
た
政
弘
の
書
簡
に
は
、
聖
明
王
よ
り
四
代
後
の
百
済
国
王
で
あ
る
余
璋

　
（
武
王
）
の
「
第
三
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
政
弘
は
、
詠
出
太
子
の

　
父
親
を
、
朝
鮮
王
朝
向
け
に
は
武
王
と
し
、
日
本
国
内
向
け
に
は
聖
明
王
と
し
て

　
使
い
分
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
外
国
文
献
も
含
め
る
と
、
琳
聖
太
子
の
出
自

　
に
つ
い
て
政
弘
代
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
表
現
は
、
〈
菖
済
国
王
の
第
三
王
子
〉

　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑫
　
須
田
牧
子
氏
は
、
こ
の
家
譜
に
つ
い
て
、
政
弘
が
興
隆
寺
を
勅
願
寺
に
す
る
こ

　
と
を
申
記
し
た
際
、
提
出
し
た
史
料
の
一
部
が
手
元
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

　
考
え
て
い
る
。
須
田
氏
前
掲
論
文
参
照
。

㊧
　
「
く
だ
ま
つ
」
と
い
う
地
名
は
、
す
で
に
室
町
初
期
に
知
ら
れ
、
今
川
了
俊
の

　
著
書
で
あ
る
『
道
ゆ
き
ふ
り
睡
（
『
群
書
類
従
』
十
八
輯
）
及
び
嘱
鹿
苑
院
殿
厳
島

　
詣
記
』
（
前
掲
）
に
見
え
る
。

⑳
宮
ノ
坊
文
書
二
（
欄
県
史
㎞
史
料
中
世
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ち

⑳
現
在
も
鷲
頭
山
妙
見
社
の
所
在
地
は
下
松
市
大
字
河
内
で
あ
る
。
．

⑯
　
「
大
内
氏
掟
誉
」
（
前
掲
〉
。

⑳
　
下
宮
の
造
営
は
『
正
任
記
輪
文
明
一
〇
年
一
〇
月
三
日
条
（
噸
県
史
㎞
史
料
中

　
世
1
）
に
見
え
る
。
宿
院
の
造
営
は
四
正
任
記
㎞
同
年
　
○
月
六
日
条
に
見
え
る
。

鰺
　
構
成
要
素
W
の
「
中
略
」
に
相
当
す
る
箇
所
に
は
、
不
断
如
法
経
堂
・
三
十
番

　
神
祠
・
山
王
七
社
を
は
じ
め
と
す
る
天
台
宗
的
な
多
数
の
堂
塔
が
列
挙
さ
れ
て
い

　
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

室町期における大内氏の妙見信仰と根先伝説（平瀬）

　
以
下
に
、
四
つ
の
課
題
に
対
す
る
考
察
の
結
果
に
基
づ
き
、
室
町
期
に
お
け
る
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
と
祖
先
伝
説
の
関
係
を
ま
と
め
て
お
き

た
い
。

　
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
は
鎌
倉
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
高
い
が
、
南
北
朝
中
期
ま
で
は
「
大
内
介
」
一
族
の
私
的
な
信
仰
に
留
ま
っ
て
い
た
。

南
北
朝
後
期
の
義
弘
の
代
で
は
、
大
内
氏
は
そ
の
ル
ー
ツ
を
百
済
に
求
め
、
妙
見
を
大
内
氏
全
体
を
代
表
す
る
氏
神
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
た
。

こ
の
後
、
盛
見
の
血
統
が
受
け
継
が
れ
る
大
内
氏
の
惣
領
家
は
、
自
己
の
家
系
が
正
統
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、
祖
先
伝
説
の
体
系

化
に
力
を
入
れ
て
い
っ
た
。
盛
見
の
代
に
初
め
て
馬
身
太
子
を
始
祖
と
表
明
す
る
が
、
ま
だ
妙
見
と
琳
聖
太
子
は
結
び
付
い
て
お
ら
ず
、
妙
見

の
位
置
づ
け
は
あ
い
ま
い
で
、
む
し
ろ
琳
聖
太
子
が
祖
神
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
聖
霊
の
代
に
は
盛
見
学
の
祖
先
伝
説
を
発
展
さ
せ
て
、

琳
聖
太
子
が
聖
徳
太
子
か
ら
「
大
内
」
を
賜
っ
た
と
い
う
祖
先
伝
説
の
主
要
な
構
成
要
素
の
一
部
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
教
弘
と

政
弘
は
、
真
武
神
的
な
妙
見
を
象
徴
す
る
幼
名
（
亀
豊
丸
）
を
与
え
る
こ
と
で
嫡
子
を
琳
聖
太
子
に
な
ぞ
ら
え
、
祖
先
伝
説
を
家
督
争
奪
戦
と

い
う
現
実
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
役
立
て
た
。
最
後
に
、
政
弘
の
代
で
妙
見
が
守
護
神
と
し
て
琳
聖
太
子
に
結
び
付
け
ら
れ
た
上
、
興
隆

寺
を
中
心
と
す
る
妙
見
信
仰
の
由
緒
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
祖
先
伝
説
は
体
系
化
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
大
内
氏
の
妙
見
信
仰
は
、
領
国
支

配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
核
を
成
す
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
信
仰
に
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
終
わ
り
に
、
今
回
の
研
究
成
果
の
延
長
と
し
て
、
中
世
後
期
に
日
本
の
宗
教
の
全
体
像
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
見
通
し
を

述
べ
て
お
き
た
い
。

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
大
内
政
弘
が
真
武
神
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
活
用
し
、
祖
先
伝
説
を
体
系
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
領
国
内
に
構

築
し
た
、
妙
見
信
仰
と
い
う
独
自
の
宗
教
的
秩
序
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
響
胴
体
制
が
、
中
世
後
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
質
し
た
か
と
い
う

議
論
を
尽
く
す
た
め
に
は
、
守
護
や
そ
の
他
の
地
域
支
配
権
力
が
そ
の
支
配
領
域
内
に
構
築
し
た
、
多
様
な
宗
教
的
秩
序
の
構
造
が
先
ず
も
つ
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て
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
世
後
期
に
お
け
る
日
本
の
宗
教
の
全
体
像
は
、

き
っ
と
見
え
て
来
る
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
よ
う
な
地
域
ご
と
の
宗
教
的
秩
序
の
向
こ
う
に
、

本
稿
は
、
平
成
一
七
年
度
か
ら
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）
の
交
付
を
受
け
、

調
査
・
研
究
を
行
な
っ
た
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
金
沢
大
学
歴
史
言
語
文
化
学
系
・
准
教
授
）
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My6ken　Belief　and　the　Ancestor　Legend　of　the

　　　　　Ouchi　Clan　in　the　Muromachi　Period

by

HIRAsE　Naoki

　　In　recent　years　increasing　attention　has　been　paid　to　Rinsh6　Talshi琳聖太

子（Crown　Prince　Rinsh6），　who　was　seen　as　the　ancestor　of　the　Ouchi　clan，

and　much　progress　in　research　on　the　legend　of　the　Oucki　ancestor　kas　been

made．　Growing　out　of　this　trend　is　a　clear　awareness　of　the　importaBce　of

the　Ouchi　cian　in　the　Muromachi　state　iR　terms　of　its　role　in　both　the

system　of　the　Muromachi　bakufu　and　in　foreign　relations．

　　However，　the　results　of　recent　studies　of　faith　in　My6ken妙見have　not

been　sufficiently　applied　to　the　state　of　research　into　the　Ouchi　clan．　While

My6ken，　the　tutelary　deity　of　the　Ouchi，　along　with　Rinsh6　Taishi，　forms　the

core　of　the　ancestral　legend　of　the　Ouchi，　many　points　regarding　its

fundamental　character　remain　unclear．

　　The　Ouchi　freqaently　conducted　My6ken　rituals　to　pray　for　the　peace　of

their　lands，　and　Nigatsu’e（Second　Month　Festival）of　K：6ryUji興隆寺had

particular　political　significaRce　as　the　retainers　and　people　of　the　laRd　were

required　to　pledge　loyalty　to　the　Ouchi．　1　unders£and　My6ken　faith　of　the

Ouchi　as　ptaying　the　roie　of　the　ruling　ideology　in　these　lands　and　an

importaRt　elernent　in　the　study　of　the　Ouchi　clan．

　　IR　this　artic｝e，　1　argue　four　lssues　regarding　the　ancestral　legend　and　the

Ouchi　faith　in　My6ken　during　the　Muromachi　period　based　of　the　results　of

research　on　My6ken　faith　in　terms　of　various　fields，　such　as　the　history　of

Daoism，　art，　medievai　history，　and　folklore．

　　The　first　issue　is　the　origin　of　the　Ouchi　faith　in　My6ken．　The　relationship

between　My6ken’　and　the　Ouchi－no－suke大内介fami至y，　the　forerunners　of　the

Ouchi　clan，　can　be　traced　iR　the　historlcal　record　witlt　certainty　back　to　the

early　Nanbokuch6　period，　and　there　is　a　great　possibility　that　it　goes　back　to

the　Kamakura　period．　On　the　basis　of　analogous　warrior　groups　that　also

worshipped　“stars”　during　the　Kamakura　period，　aRd　we　can　surmise　that　it

was　necessary　for　the　Ouchi－no－su｝〈e　family　to　have　My6ken　as　a　tutelary
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deity　in　order　to　maintain　a　consciousness　of　their　legitimacy．　Nevertheless，

this　faith　in　My6ken　was　an　internal　matter　conducted　within　the　Ouchi－no－

suke　family　alone　until　the　middle　of　the　Nanbokuch6　period．

　　The　second　issue　is　how　My6ken，　the　tutelary　deity　of　the　Ouchi　clan，　was

linked　to　the　clan　ancestor，　Rinsh6　Taishi．　During　the　t玉me　of　Morimi二見，

My6ken　was　only　oRe　of　several　gods　worshipped　by　the　Ouchi，　moreover

Rinsh6　Taishi　had　the　charaeter　of　ancestral　deity，　kami，　of　the　Ouchi　clan．

Before　there　could　be　a　linl〈age　of　My6ken　with　Rinsh6　Taishi，　it　was

Becessary　that　Rinsh6　Taishi　go　through　the　stage　of　becoming　a　kami

himself．　In　the　ancestral　legend　prior　to　the　time　of　Norihiro上訴，　the

tutelary　deity　My6ken　had　Rot　beeR　linked　with　Rinsh6　Taishi，　the　clan

ancestor．　lt　can　be　surmised　that　this　state　is　closely　related　to　the　fact　that

K6ry8ji　had　yet　to　become　the　core　of　the　ruling　ideology　of　the　territory

prior　to　the　time　of　Norihiro．

　　The　third　issue　is　the　fact　that　the　image　of　My6ken　held　by　the　Ouchi

was　that　of　an　avatar　ef　a　Buddhist　deity　in　the　form　of　a　youth　that　was

der董ved　from　the　Daoist　deity　Zhenwu真武（JP．　Shinbushin）．　The　heir　to

Ouchi　clan　leadership　was　invariably　called　Kid6maru二二丸as　a　chi歪d．

This　childhood　name　was　derived　from　the　turtle，　which　was　a　symbol　of

My6ken，　and　indicated　that　he　was　under　the　protection　of　My6ken．　By

giving　a　childhood　name　to　the　heir　of　the　Ouchi　clan　that　symbolized　a

Zhenwu－like　My6ken，　the　heir　was　being　likened　to　Rinsh6　Taishi．　lt　can　be

said　that　My6ken　would　not　oRly　protect　the　heir　from　suffering　a　painful

death，　but　would　also　confer　legitimacy　on　the　heir　alone，　and　thus　provide

the　authority　that　would　prevent　strife　wlthin　the　clan　over　its　leadership．

　　The　fourth　issue　is　the　fact　that　eonsciousness　of　My6ken’s　presence

within　the　ancestral　legend　became　clear　in　the　latter　half　of　the　15th

century　in　the　time　of　Masahiro政弘．　It　was　at　this　stage　that　Myδken

became　the　tutelary　deity　of　Rinsh6　Taishi　in　the　ancestral　legend　and　the

two　were　linked　Then，　with　the　recounting　of　the　origins　of　My6ken・faith

centered　on　K6ryitji，　the　ancestral　legend　was　elaborated　and　developed　into

its　most　detailed　form．　The　account　of　origiRs　of　the　Ouchi　claR　that　was

written　in　Bunmei　18　（1486）　was　an　importaRt　laRdmark　in　the　ancestral

正egend　of　the　Ouchi　clan．　Ouchi　Masahiro　not　only　made　My6ken　the

tuteiary　deity　of　Rinsh6　Taishi　but　also　transformed　it　into　a　deity　whose

scale　was　large　enough　to　serve　as　the　core　of　the　ruling　ideology　of　the

territory．

　　1　have　argued　in　this　article　that　the　Ouchi　clan　used　a　Zhenwu－like　image
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in　constructing　a　systematic　ancestral

order　for　the　rule　of　their　territory．

legend　that　provided　the　religious

Characteristics　and　Changes　in　the　Management　of　Japan’s

　　　　　　Imperial　Property　in　the　Decade　of　Meiji　20，

　　　　　　　　Focusing　on　lmperial　Mines，　Goryo一　Ko－zan

by

II〈EDA　Sanae

　　From　Meiji　22　（1889）　through　Meiji　23　（189e），　high－quality　and　extensive

government　properties　were　selected　and　transferred　to　the　jurisdiction　of

the　imperial　house．　This　was　carried　out　prior　to　the　establishment　of　the

diet　in　order　that　political　parties　could　not　interfere　in　the　finances　of　the

imperial　house．　However，　as　early　as　the　latter　half　of　the　decade　of　Meiji　2e，

the　matter　had　progress　to　reorganization　and　disposition　by　methods　such

as　by　selling　off　the　property，　uncompensated　transfers，　or　swaps．　This

appears　at　a　glance　to　be　at　odds　with　the　original　goal　of　a　reduction

imperial　property　and　the　transfer　of　jurisdiction，　but　economic　historians

have　explained　it　as　a　means　of　rationalizing　imperial　house　finances　and

instead　of　being　opposed　to　the　original　goal　of　transferring　jurisdiction，　it

was　in　fact　a　policy　that　was　in　thorough－going　pursuit　of　those　goals．　This

explanation　has　been　persuasive　and　become　the　broadly　accep£ed

understanding　of　the　disposition　and　reorganization　of　imperial　properties．

　　However，　wken　specific　properties　are　examined　individually，　some　cannot

be　explained　according　to　this　conventional　interpretation．　One　of　these　is

the　selling　off　of　the　imperial　mines，　goi　yO　feo－zan．

　　In　this　article，　1　employ　a　politico－historical　approach　to　examine　the

selling　off　of　the　imperial　mines　as　an　example　to　reassess　the　conventional

understanding．　At　that　time，　1　overcome　the　problem　of　treating　the　selling

off　imperial　mines　as　an　individual　issue　as　it　has　been　in　previous　studies　of

economic　history．　ln　previous　studies　of　economic　history，　the　process　from

the　shift　in　jurisdiction　to　the　selling　off　of　the　imperial　mines　has　not　been

sufficiently　explained　in　a　eonsistent　fashion．

　　The　following　facts　are　e｝ucidated　in　this　article．　When　the　government
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